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令和３年第２回定例会（１２月議会）

教育公安委員会（分科会）

会議の概要
書記 松 江 翔 一 録

招集年月日時 令和３年１１月２５日(木曜日)

予算特別委員会終了後

招 集 場 所 議事堂 教育公安委員会室

本定例会（１２月議会）における案件（委員会）

１ 議案第２０６号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例案

２ 議案第２０７号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案

３ 議案第２０８号

秋田県公安委員会関係手数料徴収条例の一部を

改正する条例案

４ 議案第２１６号

公の施設の指定管理者の指定について

５ 議案第２１７号

交通事故に係る和解について

６ 議案第２１８号

交通事故に係る和解について

７ 議案第２１９号

交通事故に係る和解について

８ 議案第２２０号

交通事故に係る和解について

９ 請願第７号

義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための政府予算に係る意見書採択に関する請願に

ついて

10 請願第１１号

秋田県立西目高等学校再編整備に係る請願につ

いて

11 付託案件以外の所管事項

本定例会（１２月議会）における案件（分科会）

１ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（教育委員会及び警察本部の関係部門）

令和３年１１月２５日（木曜日）

本日の会議案件

１ 席順の決定

２ 会議録署名員の指名

３ 審査日程

４ 議案第２０６号

市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部

を改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

５ 議案第２０７号

教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部を

改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 安 原 駿 平

教育庁総務課 石 塚 祐 樹

警察本部警務部総務課 高 岡 義 明

会 議 の 概 要

午前１０時２８分 開議

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

警察本部長 久 田 誠

警務部長 後 藤 健太郎

警務部参事官（兼）総務課長

一 関 雄 一

警務部会計課長 浅 沼 圭
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委員長

ただいまから、本日の教育公安委員会を開きます。

初めに、髙橋豪議員が本委員会の委員となりまし

たので、席順についてお諮りします。

席順は、ただいま着席しているとおりに決定して

御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

席順は、ただいま着席しているとおりに決定しま

す。

次に、髙橋豪委員から自己紹介をお願いします。

【髙橋豪委員 自己紹介】

委員長

次に、会議録署名員を指名します。

第２回定例会１２月議会を通しての会議録署名員

には、髙橋豪委員、東海林洋委員を指名します。

次に、委員会の審査日程についてお諮りします。

審査日程案及び付託議案一覧表を配付しております

ので、これらを御覧ください。

なお、審査日程案では、本日この日程協議終了後

に教育委員会関係の給与条例等の改正関係、１２月

７日に警察本部関係、１２月８日に給与条例等の改

正関係以外の教育委員会関係の審査を行う予定とし

ております。

審査日程案について、御意見等ございますか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

審査日程は、原案のとおり決定して御異議ありま

せんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

審査日程は、原案のとおりとすることに決定され

ました。

なお、審査の進捗状況によっては、審査日程から

ずれることがあり得ますので、あらかじめ御承知お

きください。

これをもちまして日程協議は終了しますが、引き

続き、教育委員会関係の議案の審査を行います。説

明者交替のため、暫時休憩します。

午前１０時３０分 休憩

----------------------------------------------

午前１０時３１分 再開

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

総務課施設整備室長 安 田 一 彦

教職員給与課長 丸 山 隆

幼保推進課長 熊 谷 仁 志

義務教育課長 和 田 渉

高校教育課長 渡 辺 勉

特別支援教育課長 佐々木 孝 紀

生涯学習課長 橋 本 裕 巳

生涯学習課文化財保護室長

武 藤 祐 浩

保健体育課長 寺 田 潤

福利課長 太 田 司

委員長

委員会を再開します。

次に、教育委員会関係の議案に関する審査を行い

ます。

議案第２０６号及び議案第２０７号を一括議題と

します。

教育長の説明を求めます。

教育長

【部局関係説明書により説明】

委員長

次に、関係課長の説明を求めます。

教職員給与課長

【議案〔３〕及び提出資料により説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で教育委員会関係の議案に関する質疑を終了

します。

ここで、委員会を暫時休憩します。

本日午後１時３０分に委員会を再開し、議案第

２０６号及び議案第２０７号についての討論・採決

を行います。

午前１０時４０分 休憩

----------------------------------------------

午後 １時２７分 再開



- 3 -

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

警察本部長 久 田 誠

警務部長 後 藤 健太郎

警務部参事官（兼）総務課長

一 関 雄 一

警務部会計課長 浅 沼 圭

委員長

委員会を再開します。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

付託議案に関する質疑は終局したものと認めます。

付託議案について、討論・採決を行います。

議案第２０６号及び議案第２０７号、以上２件を

一括議題とします。

討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。

議案第２０６号ほか１件は、原案のとおり可決す

べきものと、決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第２０６号ほか１件は、原案のとおり可決す

べきものと、決定されました。

本日はこれをもって散会し、１２月７日火曜日、

予算特別委員会終了後に、委員会及び分科会を開き、

警察本部関係の付託議案等の審査を行います。

散会します。

午後１時２８分 散会
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令和３年１２月７日（火曜日）

本日の会議案件

１ 教育委員会関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

２ 分科会会議録署名員の指名

３ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（警察本部の関係部門） （趣旨説明・質疑）

４ 議案第２０８号

秋田県公安委員会関係手数料徴収条例の一部を

改正する条例案 （趣旨説明・質疑）

５ 議案第２１８号

交通事故に係る和解について

（趣旨説明・質疑）

６ 議案第２１９号

交通事故に係る和解について

（趣旨説明・質疑）

７ 議案第２２０号

交通事故に係る和解について

（趣旨説明・質疑）

８ 警察本部関係の付託案件以外の所管事項

（質疑）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長（会長） 今 川 雄 策

副委員長（副会長） 児 玉 政 明

委 員（分科員） 北 林 康 司

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 豪

委 員（分科員） 東海林 洋

委 員（分科員） 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 安 原 駿 平

教育庁総務課 石 塚 祐 樹

警察本部警務部総務課 高 岡 義 明

会 議 の 概 要

午前１１時００分 開議

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

義務教育課長 和 田 渉

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、教育委員会関係の所管事項に関する審査

を行います。

執行部から発言を求められておりますので、これ

を許可します。

教育長

報道されておりますとおり、中学校に勤務する男

性校長がハラスメント行為を働いたことから、当該

校長を１１月２５日付で懲戒処分といたしました。

去る１０月７日には飲酒運転を行った教員を懲戒免

職としたばかりであり、更に今回は学校運営を取り

仕切る校長の不祥事ということで影響も大きく、私

どもとしても責任の重さを痛感しているところであ

ります。

今回の事案を受け、改めて校長や教頭を含めた全

ての教職員に対し、教育公務員として身を律するよ

う指導するとともに、当該校の生徒や職員に対しま

してもしっかりと支援してまいりたいと考えており

ます。

生徒並びに保護者をはじめとした県民の皆様に対

し、おわびを申し上げます。このたびは申し訳あり

ませんでした。

義務教育課長

【教職員の懲戒処分について当日提出資料により

説明】

委員長

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

北林康司委員

教育庁が本事案を認知したのはいつでしたか。

義務教育課長

９月の中旬から下旬にかけて私から報告いたしま

した。

北林康司委員

由利本荘市教育委員会において認知したのはいつ

頃か聞いていますか。

義務教育課長

その頃の同日であります。

北林康司委員
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私もこの処分に関してまだ理解が足りないのかも

しれませんが、今の時代セクシュアルハラスメント

とかパワーハラスメントというものへの国民の感情

というのは結構重大になっていますよね。この発表

が出たときに議員控室にいたところ、他の議員から、

「この処分は軽くないですか、こんなものでいいの

ですか。」という言い方をされました。私もそこは

何とも言えないなと思いつつも、皆さんはどうお考

えでしょうか。皆さんが決めたことでしょうけれど

も。

義務教育課長

本件の処分の検討に当たって過去の事例を参照し

たところ、過去１件しかありませんでしたが、停職

６か月でありました。それから、同様の事案につい

て全国の状況も調べましたが、適正な処分をしたと

受け止めております。

北林康司委員

説明いただいた中では、このパワハラが行われて

いたという期間は結構長かったのではないですか。

義務教育課長

４月から９月までの期間であります。

北林康司委員

もう一つ、この校長は停職６か月となった後はど

ういう身分になるのですか。

義務教育課長

身分は保持されますので校長になります。

北林康司委員

そこが少し県民感覚とは違うのではないかなとい

う感じがします。「またその人が校長になるのです

か。」と聞かれたときに我々は何と答えていいか分

からないですね。

義務教育課長

その件についてはこれから検討していかなければ

ならないのですが、学校に戻ることは極めて困難と

受け止めており、校長という職に再度復帰すること

は非常に難しいものと捉えています。配置先につき

ましては、どういったところが適正なのか今後慎重

に考えていきたいと思っています。

北林康司委員

分かりました。その後の取扱いというか、措置の

方法については注視してまいります。

小原正晃委員

校長先生が学校に戻らないというような話だった

のですけれども、働く人たちの環境を考えれば仕方

ないのかなと思っています。この校長先生のこうい

う行為によって、例えば学校に来られなくなったと

か、心とか体に支障を来した職員はいたのですか。

義務教育課長

残念ながら、ほとんどの教職員が不快な気持ちに

なっていて、教頭に相談をしておりました。そのう

ち、やはり精神的な面で非常に強い緊張感を味わっ

たということで受診した方が１名おりました。

小原正晃委員

部下は上司を選べないというか、なかなかこれは

難しい話だと思うのです。校長になるにあたっては

人格も含めて、リーダーシップがしっかり取れるか、

どういう教育方針なのかというような試験があると

思うのですけれども、この先生はそういう面では問

題ないという判断で審査に合格されて校長先生にな

ったのですよね。

義務教育課長

通常の昇任選考試験がございますので、それにの

っとって合格した上で配置されています。

小原正晃委員

リーダーたるものやはりいろいろなところに配慮

しなければならないと思います。皆さん方が審査す

るときも含めて、人間性とか、そういったところま

で見ることができているのでしょうか。能力だけで

なくて、人間性までしっかり見られるかというのは

もう一回見極めていかなければいけないと思うので

すけれども、そういった部分で何かを変えたりする

のですか。

義務教育課長

選考試験は大きく２つありまして、まず１つは小

論文、それからもう１つは面接になっています。面

接は１人に４０分の時間を掛けております。今回の

事案も受けて、今後の面接ではハラスメントに対す

る正しい知識を持っているかどうか、それから、そ

れを受け止める自覚をしっかり持てているのかどう

かといった内容も取り入れていかなければならない

と思っています。

小原正晃委員

是非そういったものもしっかり取り入れてくださ

い。やはり人間性なども含めて審査する必要がある

と思うので、全部を見られるわけではないですけれ

ども、ある程度注意を喚起していかなければ、なか

なか問題の解決にはならないと思っています。

あともう一つは、部下のほうに関して、先ほど相

談体制の強化という話がありました。例えば校長先

生だと直属の上司ですから、なかなか言いづらい部

分もあるかもしれません。教育委員会とかほかのル

ートからしっかり指導してもらうようなものでなけ

れば言いにくいと思います。人間関係が仕事の８割

だと思うので、そういったところについてはどのよ

うに変えて言いやすくなっていくのか、その辺りを

もう一回説明してもらえますか。

義務教育課長

ハラスメントにつきましては、通常は学校の４月

の職員会議の場で、管理職から職員に伝えることに

なっています。これは全ての学校です。ただ、今回
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の事案を通して学んだことは、それが残念ながら十

分に機能していなかったということだと捉えていま

す。もっと気楽にといいますか、困ったことがあっ

たときにはもっと初期の段階で相談してもらいたい

と思います。また、管理職につきましては市町村教

育委員会が窓口となっていますので、問題を校内に

とどめるのではなくて、市町村教育委員会に相談す

るのだよというところをもう少し徹底して先生方に

周知していかなければいけないと思っています。こ

れは必ず実行したいと思っています。

鶴田有司委員

先ほど課長から、校長という資格は保持されるが

学校に復帰することはないだろうという説明があり

ましたけれども、当然この方は教頭職を経ているわ

けですよね。こうした問題を起こす人だと見抜くと

いうのは一般の企業においてもなかなか難しいです。

面接やペーパーテストをやっても、それでも想像で

きなかったことが起こり得るというのも当然あると

思うのですが、少なくとも教頭職 管理職を経験

していると思うのです。それから、恐らくこの校長

先生はこの学校で初めて校長になったわけではなく、

前任校があると思うのですけれども、そこでの勤務

状況等もよく見ておかなければならないのかなと思

います。前任校ではどうだったのか分かりませんが、

校長先生になったことで何でもできるようになった

と錯覚を起こしてしまったのかもしれません。何で

もできるという言い方は少し極端かもしれませんけ

れども、もしそういう要因があるのだとしたら、こ

の方ではなくても今後また同じようなことが起こる

可能性があります。その辺はどう見ていますか。

義務教育課長

選考試験においては、先ほど申し上げましたよう

に面接を行っていますけれども、管理職としての働

きぶりについては、教育事務所出張所の所長が訪問

して、しっかり面談をすることで考え方などを確認

しています。例えば御指摘のように、横柄になって

きていないかとか、そういった傾向についても把握

し、指導すべき点はしっかり指導していかなければ

いけないと思っています。

鶴田有司委員

見極めるのはなかなか難しいかもしれませんが、

今回のようなケースは周りに与える影響が大きいと

思いますし、先ほども言ったように、また同じよう

なことを繰り返さないためにも、事案発生に至るま

でどういう変化があったのか、もともとそういう素

養があったのかなどについてもしっかり見ていかな

ければならないのではないかと思っています。そこ

は今後十分に注意してもらいたいと思いますけれど

も、教育長、どうでしょうか。

教育長

私も２つの高校で５年ほど校長をやったのですが、

校長ですので、リーダーシップを発揮して強い指導

や厳しい指導などが求められる場面もたくさんあり

ます。ただ、その強い指導と威圧的な指導というの

はやっぱり違う。それから、先生方とのコミュニケ

ーションを取る必要もありますが、通常のコミュニ

ケーションとハラスメントになるような接し方も違

うだろうと。そういう違いを本当に敏感に考えなが

らというか、すごく注意しながら我々はやってきた

つもりですし、自分の発言の仕方などに注意しなが

ら職員や生徒に対応していかなければならない時代

です。今回の事案に関しては、そういう自覚が足り

なかったし、度を超えているというよりもそもそも

問題外なのですが、そういうことに関しては面談や

通知等いろいろな方法を通して指導していかなけれ

ばならないと思っています。市町村であれば市町村

教育委員会や教育事務所が、高校であれば高校教育

課が校長との面談等を行っていますが、特に管理職

に昇任する段階 教頭や校長に昇任する段階では

もう少し注意深く見ていかなければなりませんし、

学校が変わったり職場の雰囲気が変わったり、ある

いは校長自身の家庭の事情等によるストレスなどに

よっても状況が変わることはありますので、そうい

う面からもしっかり見抜いていけるようにしたいと

思います。 あともう一つは、先ほども職場からそ

ういった報告がなかなか上がってこないという話が

あり、これは今回課題だったと感じています。我々

はよく窓口と言っているのですけれども、今回は校

長の部分に関してうまく機能しなかったということ

で、例えば教頭や養護教諭等に訴えてもらっていい

し、あるいは教頭のことであればこの人にというよ

うに窓口をはっきりさせながら、どんな小さな情報

でも先生方が日頃から感じていることが上司等に伝

わっていく職場にしなければならないと思いますの

で、その辺に関しても再度確認して、相談窓口がし

っかりと機能するように我々のほうで整えていかな

ければならないと思っているところです。

鶴田有司委員

しっかりと対応をお願いします。

髙橋豪委員

非常に残念な事案でありますけれども、処分を受

けるのが校長先生という学校の責任者 トップと

いうことですので、この事案が生徒に与える影響も

非常に大きかったのではないかと思います。生徒に

対してはどういった説明とフォローをしているのか

について確認させてください。それから保護者の方

々も同様な思いを持っていると思いますので、その

辺の対応について伺いたいと思います。

義務教育課長

子供たちに関しましては、教頭がリーダーとなっ
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て、子供たちの行動の変化などを担任を通して把握

していたと聞いています。

保護者に関しましては、処分発表日に保護者説明

会を開いて、教頭から丁寧に経緯を説明したと聞い

ています。

現在の子供たちの様子ですけれども、幸い落ち着

いて生活をしていると聞いています。１２月１日付

で後任の校長が赴任しておりますので、更によりよ

い学校作りをしてくれることを願っているところで

す。

髙橋豪委員

やはり子供たちが学校の主役ですので、何とか子

供たちに影響がないよう、学校、それから教育委員

会を挙げてフォローしていただきたいと思います。

仙北市では、皆さんも御存じのように過去同様の

パワハラの事案があって、その際は職員の方が亡く

なってしまいました。そのときもいろいろな議論に

なり、再発防止ということを何度も言っていました

が、またこういう形になってしまっているわけです

ので、管理職にかかわらず、働いている皆さんが意

識し合いながら厳しく対処していかなければ、こう

した事案はなかなかなくならないのではないかと思

います。

それからもう一つ、市町村教育委員会が窓口にな

っているということですが、やはり県と市町村教育

委員会との密な連絡というのが非常に大事であると

思いますし、教育委員会側としても先生方が言いづ

らい雰囲気を作らないような取組が必要ではないか

と思うのですが、今後の再発防止に向けまして、そ

の辺はいかがでしょうか。

義務教育課長

やはり一番大事なことは、職員室の雰囲気作りだ

と思います。先生方が悩みを抱えていたり、人間関

係に困難を抱えているようなときに、いつでも誰に

でも相談できるような雰囲気作りをしていかなけれ

ばいけないと思っています。ただ、ハラスメントの

窓口というのは必ず設けており、それは４月に校内

で指定しています。その窓口となる先生に相談する

わけですけれども、そういった先生にすぐにでも相

談できるように、そして校長と教頭は相互にチェッ

クする体制としなければならないと思っています。

窓口となる先生においては、上下関係など、多少言

いづらい関係があるかもしれませんが、先生方から

いろいろな声があったときには、たとえ言いづらく

ても立場を超えて毅然と伝えているものと思ってい

ます。

あと、管理職における一番大事なこととして、伝

える内容もそうですけれども、伝え方についても研

修していかなければいけないと思っています。どう

しても必要があって伝えることであっても言い方と

いうのがありますから、より丁寧に相手が納得でき

るような形で伝えるということも求められていると

思います。

それから、先生方は一人一人違うということをし

っかり認識しなければいけないと思います。同じ言

葉であっても、これをプラスに受け止めるか、マイ

ナスに受け止めるか、いろいろな特徴がございます

ので、先生方一人一人の特性をしっかり把握した上

で指示や伝達をしていかなければいけないと思って

います。

東海林洋委員

繰り返しになるかもしれませんが、人事に関して

は採用や処分、それから通常の管理も県教委（秋田

県教育委員会）がやっていると思いますが、先ほど

課長は管理職の相談窓口は市町村教育委員会だとお

っしゃっていました。全県の市町村教育委員会で各

市町村立学校の相談体制がしっかり整っていると考

えていいのですか。

義務教育課長

市町村教育委員会が相談窓口になっているという

のは県内全てです。県教育委員会が全く関係ないと

いうことではありませんが、服務監督上、一番最初

に相談できる窓口が市町村教育委員会となっていま

す。ただ、相談内容に応じて、更に情報収集が必要

となったり、より広域的に捉える必要がある場合に

はもちろん県教育委員会に相談がありますので、そ

ういった形で県と市町村で一緒に対応しています。

東海林洋委員

通常は何らかの事件や事故を受けて懲戒処分とな

るのが一般的ですが、今回の事案に関しては、被害

に遭ったと思われる方々から被害届などの法的なも

のは出されているわけですか。

義務教育課長

出されておりません。

東海林洋委員

それでは、処分の元になる司法判断がないわけで

すから、具体的な検証を内部で行い、このような事

実が確実にあったと確認したのですか。

義務教育課長

懲戒処分につきましては道義的な責任を求めるも

のですので、内部の調査になりますが、市町村教育

委員会、それから私たち県教委の調査結果に基づい

て処分しております。

東海林洋委員

それに基づく停職６か月という処分は、懲戒処分

からすればどれぐらい重い処分になりますか。最も

重い懲戒免職から数えると何番目ぐらいでしょうか。

義務教育課長

全般的に一番重いのは懲戒免職に当たりますけれ

ども、ハラスメントにつきましては処分基準があり
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まして、その中で一番重いのは停職となっています

ので、期間は別として、今回の処分は一番重いとこ

ろに位置しています。

東海林洋委員

先ほど、この方は身分としては校長職のままだが、

現場の校長を退くことになるだろうという話があり

ました。教育委員会では降格という制度はないので

すか。やれるとすれば誰の判断でできるのか、なぜ

今回はしないのか説明してください。

義務教育課長

今回は停職処分としていますが、降格につきまし

ては希望降任 自分から希望して降任するという

形になっています。

北林康司委員

そこは私も不思議だなと思います。民間の会社で

あれば、これだけのことをしたら降格ということが

あるでしょう。今の規則でそうなっている以上、何

ともできないのでしょうが、そういうところが県民

感覚からするとおかしいと言っているのです。

もう一つ、課長は先ほど東海林委員からの質問に

対して、市町村教育委員会でしっかりと対応できる

ようになっていると言いましたが、例えばいじめの

問題などでは、市町村教育委員会が事態が大きくな

らないような対応をするケースもあったかと思いま

す。今回もそれに類似したものがあったかどうかは

別として、私も長い間この委員会にいますけれども、

やはり文科省（文部科学省）、県教育委員会、市町

村教育委員会という３段階がどうも分かりにくいと

感じています。今言われたように、市町村教育委員

会でしっかりと対応していければ、例えばいじめの

問題などは後で大きな問題にならないでしょう。と

ころが、言葉は悪いけれども、市町村教育委員会で

そういった事案を隠すような傾向がある。その対応

が果たしていいのか疑問です。かつて、いじめの問

題の関係で私に電話が掛かってきたことがあり、そ

れを県教育委員会に言ったら、「教えてもらいあり

がとうございました。」とすぐに対応されていまし

た。やっぱりそれくらいのスピード感がないといけ

ないと思います。私が時々、過去のいろいろな事故、

事件のデータを一覧で出しなさいと言うのはそこな

のです。まだ市町村教育委員会で調査中ですという

形で、必ずと言っていいほど報告に来るのが遅い。

だから、今東海林委員が言ったように、今回の問題

も含めて市町村教育委員会で果たしてうまく対応で

きるのか疑問なのです。あなた方にお話ししても難

しいかもしれないけれども、その辺も考えてみては

どうでしょうか。

教育次長（石川政昭）

北林委員からご提言のありました部分につきまし

て、単に市町村教育委員会に任せておくのではなく

て、県教委も関わりながら、そういった点をスムー

ズに運べるようにこの後配慮してまいりたいと思い

ます。

あわせまして、これまで降格といった措置を実施

したことはないのですが、今まで希望降任という制

度で降任された方はおります。ただ、法的に調べて

みたところ法律の中には降格というシステムがある

ようですので、この後どういう形になるか分かりま

せんが、研究していくことは必要と考えております。

鶴田有司委員

過去には降格がなかったということでしたが、私

が議員になってから知事部局で１回だけ見たことが

あります。国から出向で来た方が部長から次長にな

ってお帰りいただいたというケースが１回あったよ

うに思います。

教育長

我々の記憶の中では過去になかったと言っていま

すけれども、もう少し遡ればもしかすればあるかも

しれません。こういった校長等の不祥事であれば、

そういったこともあり得ると思いますので、検討し

たいとは思います。

児玉政明委員

私からも１点。少し話は戻りますけれども、先ほ

ど鶴田委員から、身分が性格を変えたといいますか、

校長という身分になったことでこのような態度にな

ったのではないかという話がありました。やはりこ

ういう人は元からこういう性格の持ち主なのだと考

えられます。例えば前任校の校長だったときとか、

教頭だったときなどに今回の事案のようなことは一

つもなかったのですか。

義務教育課長

我々の調査では、校長としては今３校目となりま

すけれども、一番最初の学校のときに言動がきつい、

厳しいという評価があったと聞いております。

児玉政明委員

教頭なり校長になるための昇任選考試験では面接

とかを行うとのことでしたが、例えば過去の人事評

価などを選考試験において参考にしたりするのです

か。

義務教育課長

人事評価につきましては、過去３年分を選考試験

においても参考にしています。

児玉政明委員

それは上司の評価や部下からの評価などを参考と

しているのですか。

義務教育課長

上司による評価です。

児玉政明委員

部下からの評価というのはないですか。

義務教育課長
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部下からの評価はありません。

児玉政明委員

上司ということであれば、評価する上司が決まっ

ているので、その人に対してだけいい態度を見せて

るのかもしれません。部下からの評価もあれば、本

来の評価に近いように感じるのですが、今まで部下

からの評価を参考にしたことは全くないのですね。

義務教育課長

そういった部下からの評価というのは、学校では

なされておりません。ただ、これは研究していかな

ければいけないと考えています。

児玉政明委員

先ほどから話も出ておりますが、こういったハラ

スメントは期間を置けば、また次の事案が発生する

こともあるかと思いますので、今言われたことと併

せて、先ほど話のあった降格の制度に関しても研究

してもらって、なるべくこういった事案が発生しな

いようにお願いしたいと思います。

小原正晃委員

皆さんと同じ話ですけれども、降格になったりす

ることがあれば身分や給与が下がることに危機感を

感じますので、防止策につながってくると思うので

す。また、１回やってしまったときに、しっかりと

反省した上でもう一度昇任にチャレンジするという

こともあると思います。そうしたことからも降格と

いう制度についてしっかり研究してもらって、いろ

いろ組み込んでいくべきだと思います。

教育次長（石川政昭）

先ほど法的に降格という仕組みがあるとお話しし

ましたが、実は懲戒処分の中には降格という仕組み

はございません。不適格などといった分限のほうの

仕組みの中に降任という仕組みがあるようですので、

そういった部分を考えていかなければならないでし

ょうし、先ほど課長が答弁した管理職のマネジメン

トチェックをどのようにしていくかという部分につ

いても考えていく必要があるものと考えております。

委員長

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

以上で教育委員会関係の所管事項に関する質疑を

終了します。

ここで、委員会を暫時休憩します。

再開は、午後１時３０分とし、警察本部関係の付

託議案等の審査を行います。

午前１１時４３分 休憩

----------------------------------------------

午後 １時３０分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 今 川 雄 策

副委員長（副会長） 児 玉 政 明

委 員（分科員） 北 林 康 司

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 豪

委 員（分科員） 東海林 洋

委 員（分科員） 小 原 正 晃

説 明 者

警察本部長 久 田 誠

警務部長 後 藤 健太郎

生活安全部長 阿 部 清 喜

刑事部長 永 井 広 幸

交通部長 三 浦 潔

警備部長 平 間 伸 司

警務部参事官（兼）首席監察官

佐 藤 雅 宏

警務部首席参事官（兼）警務課長

町 井 浩 一

生活安全部首席参事官（兼）生活安全

企画課長 荻 原 勲

生活安全部首席参事官（兼）サイバー

犯罪対策課長 納 谷 貴 志

刑事部首席参事官（兼）刑事企画課長

佐 藤 利 広

交通部首席参事官（兼）交通企画課長

佐々木 薫

交通部首席参事官（兼）運転免許セン

ター長 佐々木 恒

警備部首席参事官（兼）警備第一課長

三 浦 悟

警務部参事官（兼）総務課長

一 関 雄 一

生活安全部参事官（兼）人身安全対策

課長 畠 山 洋

交通部参事官（兼）交通規制課長

虎 谷 一 美

警備部参事官（兼）警備第二課長

蛯 名 英 克

警務部会計課長 浅 沼 圭

生活安全部地域課長 古 屋 建 一

委員長（会長）

委員会を再開し、予算特別委員会教育公安分科会

を開きます。

初めに、分科会会議録署名員を指名します。

第２回定例会１２月議会を通しての分科会会議録

署名員には、髙橋豪分科員、東海林洋分科員を指名

します。

次に、警察本部関係の議案の審査を行います。
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議案第２０８号、議案第２１８号、議案第２１９

号及び議案第２２０号、以上４件を一括議題としま

す。

また、分科会では、議案第１９３号のうち、警察

本部に関係する部門について審査を行います。

警察本部長の説明を求めます。

警察本部長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

初めに、補正予算関係の審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

警務部会計課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

鶴田有司委員（分科員）

ヘリコプター維持管理事業の予算繰越についてで

す。資料に記載されている繰越理由についてはやむ

を得ないことなのだろうと思いますけれども、これ

によって秋田県警として何か不都合が起きることは

ないのですか。

生活安全部長

実際にこのヘリテレ（ヘリコプターテレビシステ

ム）が設置されて、運航開始となるのは来年の８月

頃を見込んでおります。それまではこの新型やまど

りが不在となりますので、その間の対応としまして、

現在共同運航を実施していますなまはげ（県消防防

災ヘリコプターのこと。）、更には隣接県のヘリテ

レを登載している警察用の飛行機、ヘリコプターを

順次運用して、各種事案対応に当たりたいと考えて

います。

鶴田有司委員（分科員）

確認ですけれども、もともと８月からの運航とい

うことだったのですか。

生活安全部長

このコロナ禍による機体等の納入の遅れがなけれ

ば、本来４月からという予定でした。

鶴田有司委員（分科員）

今部長が説明ありましたけれども、８月までの間

は先ほどの説明のとおりで特に問題はないというこ

とですね。

生活安全部長

おっしゃるとおりであります。

鶴田有司委員（分科員）

分かりました。

児玉政明委員（分科員）

交通安全施設整備・維持管理事業の債務負担行為

についてですけれども、これは横断歩道なり停止線

の再塗装を１回行えば、次の再塗装までどのぐらい

もちますか。

交通部長

横断歩道の塗装については、車の通行量、それか

ら除雪車でどのくらい削られるかによって若干違い

がありますが、基本的に２年から６年で塗り替えと

なります。２年というところは頻繁に除雪されて削

られるところ、６年というところはそうでないとこ

ろになります。そのくらいのサイクルで塗り直しを

しております。

児玉政明委員（分科員）

これは来年の３月から４月にかけて再塗装をする

ということで債務負担行為を設定するわけですが、

例えば雪が降る前にやっておくことはできないもの

なのですか。

交通部長

今回の債務負担行為限度額の４,０００万円につき

ましては、学校周辺の横断歩道を最優先に組んでお

ります。これは提出資料にも書いていますとおり、

雪解けとともに早く塗ってしまわないと、４月の新

入学時期に間に合わないためです。横断歩道がある

のは、通学路など学校周辺だけではありませんので、

そうしたところは順次既定の予算で塗っていきます。

先ほど言いましたとおり、２年から６年のスパンで

消えているところから順次塗っていくという考えで

あります。

児玉政明委員（分科員）

通学路における危険箇所の調査も教育委員会と合

同で実施していると思います。以前もこういった質

問が出ていたと思うのですけれども、そういった調

査で指摘された危険箇所の解消なり、教育委員会と

の連携の仕方について そこら辺は各市町村での

対応になると思いますけれども そういった部分

で進めている内容について教えてください。

交通部長

委員の御質問は、千葉県八街市で発生した、子供

の列に車が突っ込んだという事故を受けての合同点

検のことだと思います。

県内でも各市町村の教育委員会が主体となり、道

路管理者と警察関係者を集めて点検を行いました。

県内には１８３の小学校がございますので、その学

校単位で通学路の点検を行ったわけであります。そ

の結果といたしまして、警察に要望されたものが

９６か所あり、その中で１２０の要望事項がござい

ました。１か所で２つの要望、３つの要望というこ

ともあるので、数としてはこのようになっています。

その中には、危険箇所というよりも横断歩道の塗り

直しを早くやってほしいですとか、横断歩道を新設

してほしいですとか、それから子供の通学路が変わ

ったので押しボタン式信号機を設置してほしいです
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とか、そういったものが数多く寄せられており、順

次施工しております。

児玉政明委員（分科員）

横断歩道などはすぐ対応できると思うのですけれ

ども、信号機などはやっぱり時間が掛かるところも

あると思います。そういった時間の掛かる部分につ

いても、なるべく早めに対応していただければと思

います。

東海林洋委員（分科員）

今の再塗装の件です。通年では全体でどれぐらい

の事業量があるものですか。

交通部長

横断歩道の塗り直しの１年間の……

東海林洋委員（分科員）

横断歩道というか、いろいろな停止線なども含め

て、もし分かるようであれば教えてください。

交通部長

今詳細な資料は手元にありませんので、確認して

回答します。

交通部参事官（兼）交通規制課長

ただいま御質問のあった件ですが、令和３年度の

塗装の施工は全て終了しております。その中で、横

断歩道は９,７５９本のうち１,７１９本、約１７.６

％を施工しております。また、はみ出し通行禁止線

は全県で５５２キロございますが、そのうちの

約６６キロ、全体の約１１.９％を施工しております。

また、それ以外の実線 これは一時停止線や横断

歩道の予告マークなどになりますけれども これ

は全県で約５６５キロありますが、そのうちの

約１０３キロ、全体の１８.２％の塗装を終了してお

ります。

東海林洋委員（分科員）

量は分かりました。聞きたかったのは、春に線が

消えていて危ないから学校の周辺は対応するという

ことですが、通学路以外の道路も春に線が消えてい

て危険なところが同じように存在するわけです。以

前も我々の会派の佐藤正一郎議員が総括審査などで、

春に自宅から県庁まで来る間に非常に危ない箇所が

何か所かあるというような質疑をしたことがあるの

ですが、通学路に限らず前倒しして対応する箇所を

もうちょっと増やしたらいいのではないかと思って

でした。警察ではどうお考えでしょうか。

交通部長

道路標示の再塗装工事は全て入札によって業者に

委託してやっていますが、業者のマンパワー、それ

から能力もあります。４月の早い時期に全てを一斉

に塗り替えるというのが理想ですが、業者の都合も

あり、そういうわけにもいきませんので、できる範

囲の中で優先順位を考えながら、通学路だったり、

委員がおっしゃったような危険箇所などを１年間の

計画で順次塗り直しています。

東海林洋委員（分科員）

ということは、大体つかみの金額だとは思います

が、この債務負担行為限度額の約４,０００万円が春

先に一斉に施工する上での県内事業者のアッパーに

近いと捉えているということですか。

交通部長

現時点ではそのように認識しております。

交通部参事官（兼）交通規制課長

ただいまの部長の答弁に補足します。本来は債務

負担行為で全て塗り直すことが理想なのでしょうけ

れども、債務負担行為の部分には国の補助金が出ま

せんので、全て県単独予算で対応しなければなりま

せん。本来であれば国の補助金が出る地域であって

も債務負担行為分は補助金が付かないということで、

県予算としてはかなり効率が悪くなってしまいます。

そういった部分も踏まえながら、債務負担行為は最

小限にとどめて、残りは新年度予算で塗装していく

ことにしています。

東海林洋委員（分科員）

債務負担行為を設定して先に実施する部分には、

翌年度の国庫補助金が出ないという御答弁だったと

思うのですが、それは本当なのですか。警察だけが

そういう特殊なことをやっておられるのでしょうか。

もしそうだとすれば、制度改正を要望して、北国な

どは早い時期に実施しないと危険だということを訴

えれば、国庫補助も認めてもらえると思うのですが。

国交省（国土交通省）でもどこでも当然のことなが

らゼロ国債（初年度に国費の支出がゼロとなる国庫

債務負担行為のこと。）とかやっているわけですか

ら、そうした対応も考えないといけないのかなと思

いましたが、いかがでしょうか。

警務部会計課長

本事業の補助金の性質でございますが、警察庁に

対して事前に交付申請をしないと補助金が出ないと

いう仕組みでございまして、警察庁の予算は来年度

予算になりますので、予算措置がない状況で交付申

請しても補助金が出ないということになっておりま

す。したがって、令和３年度中に予算措置したもの

について交付申請しても、補助金が出ないというこ

とになります。警察庁の予算がそれに対応していれ

ばいいのですけれども、現状ではそうではないとい

うことであります。

髙橋豪委員（分科員）

ただいまの通学路の横断歩道の再塗装についてで

すが、通学路の安全性を早期に確保するということ

で、いいことだと思います。３月、４月に実施する

ということなのですが、去年の冬は県南部では相当

な豪雪で、それこそ横断歩道どころではないような

状況だったと思います。私もずっと子供たちを見て
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いると、冬期間の通学路の安全性が本当に担保され

ているのかが非常に心配です。警察と市町村、それ

から県でも除雪していると思うのですが、安全性を

確保するためのやり取りというか、そういったこと

にも配慮が必要だと思うのです。その辺りはいかが

でしょうか。

交通部長

委員御指摘のとおり、想定以上の雪が降った場合

はなかなか大変なわけですが、基本的に道路管理者

が除雪を実施しており、警察では道路除雪という行

為は請け負っておりません。道路管理者が除雪をし

た上で、交差点付近に雪が山積みになって歩道が見

えにくい場合などがあれば、警察と道路管理者、そ

れから市町村が連携を取って、その山積みになった

部分を隅切りして見通しを確保するなどの対策を講

じております。

髙橋豪委員（分科員）

今年も大雪かどうか分かりませんけれども、いず

れ毎年のことですので、是非その辺はしっかり安全

確保に努めていただきたいと思います。

それから基本的なことで申し訳ないのですが、こ

の債務負担行為で大体どのぐらいの数の横断歩道を

対応するのでしょうか。

交通部長

通学路付近の横断歩道は全部で約２,３００本ほど

ございますが、このうちの大体五、六百本、パーセ

ンテージでいきますと二十五、六％を毎年塗ってお

ります。よって、通学路の横断歩道は大体４年に１

回のスパンで塗っているという現状でございます。

髙橋豪委員（分科員）

先ほど通学路の危険箇所ということで１２０の要

望事項があるというお話がありました。横断歩道、

それから信号機の設置要望も多いと思います。その

信号機設置については順次対応していくということ

なのですが、相当数の要望があるのではないかと思

うのです。その辺の状況だったり、この要望全てに

応えていった場合にどのぐらいの期間が掛かるのか

分かりますか。

交通部長

１２０の要望事項のうち、今年度既に施工した信

号機の改良が１か所あります。これは新設ではなく

て、信号機の灯器のカバーが見えにくいので交換し

てほしいという要望でしたので、それは直ちに対応

しております。それから、信号機新設の要望は２つ

ありまして、これは来年度早々に押しボタン式信号

機を設置することとしています。これは鹿角市の柴

平小学校と横手市の横手北小学校の前に押しボタン

式信号機を付けるというものであります。

その他にも信号機の新設要望は若干数あるのです

が、基本的に信号機の要望があった場合には、信号

機を設置するに値するかについて警察庁から設置基

準が示されております。現地調査を行い基準をクリ

アした上で、その信号機を設置することによって有

効な交通規制が行われるということを確認してから

でなければ設置できませんので、若干時間を要して

おります。

髙橋豪委員（分科員）

分かりました。いずれにしても、通学路やいろん

な危険がある箇所のうち、まだ改善されていない箇

所も多々あると思いますので、どうか早期に改善さ

れるようお願いしたいと思います。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で補正予算に関する質疑を終了します。

次に、補正予算関係以外の議案の審査を行います。

関係部長の説明を求めます。

生活安全部長

【議案〔３〕及び提出資料により説明】

警務部長

【議案〔３〕及び当日提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

小原正晃委員（分科員）

クロスボウのことについて教えてください。改正

銃刀法（銃砲刀剣類所持等取締法）が令和４年３月

１５日から施行されるということだったのですが、

今クロスボウによる様々な凶悪犯罪が起こったりし

ていて、そういったことを防ぐための対応だと思い

ます。所持してもいい人と所持してはいけない人に

ついて、今後どういう基準になるのかを教えてくだ

さい。

生活安全部長

改正後のクロスボウの所持許可については、これ

までの猟銃等の所持と同じような形であります。

１８歳に満たない方だとか、その他アルコール、覚

醒剤中毒者等が欠格事由となるという形であります。

所持したい方は、来年の３月１５日から所持許可申

請をしていただく必要があります。

小原正晃委員（分科員）

今まで持っていた人が届出をせずに不法に所持し

た場合はどういう処罰があるのでしょうか。

生活安全部長

来年度の３月１５日から９月１６日までは経過措

置として、所持許可申請をしなくても所持ができま

すが、その期間を経過した後においても所持してい

る場合は、銃刀法違反の不法所持となり、またそれ

を使って鳥獣等を捕獲した場合には鳥獣保護管理法
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（鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律）違反等に問われることとなります。

小原正晃委員（分科員）

ちなみに、今秋田県内でクロスボウを持っている

人はどのくらいいるのか把握していますか。

生活安全部長

実際のところ、こちらでは県内で所持している方

の把握はしておりません。ただ、これまで各種広報

等を実施してきたことにより、任意提出だったり、

それから廃棄の依頼をされた方はこれまで８人おり

ます。

小原正晃委員（分科員）

その廃棄というのは、警察に持っていけば警察の

ほうで廃棄していただけるということなのですよね。

生活安全部長

通常の猟銃等の廃棄等と同じような形で廃棄処分

となります。

髙橋豪委員（分科員）

今のクロスボウの件で、今回規制の対象になると

いうことなのですが、やっぱり全国でこのクロスボ

ウを使った事件や事故があった上でのことと思いま

す。不勉強で申し訳ないのですが、秋田県内でこれ

までそういう事件や事故があれば ないとは思う

のですけれども その辺の状況を教えてください。

生活安全部長

幸いなことに、これまで秋田県内においてクロス

ボウによる人身事故や事件の発生は把握しておりま

せん。

髙橋豪委員（分科員）

この間インターネットでクロスボウについて調べ

てみたのですけれども、普通にインターネットでも

購入できるようで、何十万円もするものもあれば、

１万円や何千円とかで買えるものもありました。お

もちゃのようなものから本物までいろいろあるので

すけれども、今回の規制対象になるのはどの辺のも

のなのでしょうか。

生活安全部長

今回の改正銃刀法により規制の対象になるクロス

ボウについては、いわゆる威力の下限値 これは

人の生命に危険を及ぼし得る矢の運動エネルギーの

値だそうですけれども これが６.０ジュールとい

うことで、現在警察庁においてパブリックコメント

を実施しているところであります。実際に警察庁の

実験結果によりますと、ほとんどのクロスボウが

６.０ジュール以上のものであるとのことです。

髙橋豪委員（分科員）

先ほども質疑が出ましたけれども、もしかすれば

今持っている人もこの法改正を知らないままという

場合もあると思います。インターネットでも買える

のですが、実際に県内で販売しているところも恐ら

く対象になるのだろうと思います。販売店は県内で

はないですよね。

生活安全部長

これまで秋田県内の販売店は把握されておりませ

ん。ほとんどがインターネット等で購入されている

方だと伺っております。

髙橋豪委員（分科員）

改正ということで、周知を徹底しなければそのま

ま持ちっ放しという場合も出てくると思われますの

で、そこら辺はしっかり対応してほしいと思います。

児玉政明委員（分科員）

同じくクロスボウについてです。今の時点で県内

の所持者は把握していないということでしたが、趣

味で持っているのか、どういう方が持っているのか

については把握していますか。

生活安全部長

人によって様々でして、例えば購入したけれども

ただの飾りにしているような方もいれば、実際に山

形県の上山市では競技大会も開催されておりますの

で、そういう競技に参加する方もおられるというこ

とでありました。

児玉政明委員（分科員）

例えば猟などにも使用されているのですか。

生活安全部長

クロスボウで狩猟や有害鳥獣駆除を行った場合は

鳥獣保護管理法違反となりますので、それはできな

いこととなっております。

児玉政明委員（分科員）

分かりました。

今後は許可制になるということなのですけれども、

その許可は人に対する許可なのか、クロスボウ１つ

ずつに対する許可なのか、そこら辺はどうなってい

るのでしょうか。

生活安全部長

全て猟銃等と同じでありまして、所持者としての

欠格事由もありますし、最後にはクロスボウの現物

確認もさせていただきます。

児玉政明委員（分科員）

個人で２つとか５つとか持っていれば、それら全

部を確認して、許可を出すという形でよろしいので

すよね。

生活安全部長

おっしゃるとおりであります。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で警察本部関係の議案に関する質疑を終了し

ます。

警察本部関係の請願、陳情等はありませんので、
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次に、警察本部関係の所管事項に関する審査を行い

ます。

警察本部関係の所管事項について、質問等はござ

いませんか。

鶴田有司委員（分科員）

１０月２５日に由利本荘市で１回目のワクチン接

種後に亡くなられた方がおりました。事故になるの

かもしれませんけれども、体育館のトイレで亡くな

られたということです。その後、どういった報道が

あったかは私もよく分かりません。ワクチン接種に

関することなので、健康福祉部のほうに関わる問題

かもしれませんが、ただ警察でも一応調査はしてい

ると思うのです。それについてお知らせいただきた

いと思います。

刑事部長

今お尋ねのありました由利本荘市の体育施設のト

イレにおける遺体の関係でございますが、こちらで

の把握事項となっております。ただ、個別内容につ

いて答弁は差し控えさせていただきます。

鶴田有司委員（分科員）

個別内容で話せること、話せないことがあるのか

もしれませんけれども、これは事件性はないという

ことでいいのですか。

刑事部長

犯罪の可能性や疑いがあるということで、こちら

で捜査をしておりましたが、その疑いなしというこ

とで対応しております。

鶴田有司委員（分科員）

実は個別に確認したところ、接種後の１５分間待

機の間はそこにとどまって、その後にトイレに入ら

れたらしいのですが、県警として事件性がないと判

断した場合には、問題なくこれまで通りの方法でワ

クチン接種が行われるのか、あるいは何か注意喚起

とかがあるものですか。対応はもしかしたら由利本

荘市になるのかもしれませんけれども、県警ではア

ドバイスのようなことは特にしないのですか。

刑事部長

いずれ自然死以外の変死の疑いがあるものについ

ては、その原因が何かという捜査をします。その結

果に基づいて、犯罪性がないと確認しているところ

であります。ただ、委員のお尋ねの件において、ワ

クチン接種の副作用の関係につきましては、医療機

関から国への報告が求められているということです

ので、そういった報告があれば、国のほうで専門家

による検討等を行うものと承知しています。

鶴田有司委員（分科員）

警察としては特に事件性がないという判断までで、

ワクチンの副作用の関係の分析などは国のほうにお

願いするということですか。

刑事部長

当然御遺体を確認する際は医師等の立会いもござ

いますので、医療機関のほうから国への報告を行っ

ているものと承知しています。

小原正晃委員（分科員）

何点か教えてください。まず、交通事故について

です。令和３年の交通事故は去年に比べて減ってい

るようですけれども、実際に件数はどういうふうに

推移しているのでしょうか。また、その理由があれ

ば教えていただけますでしょうか。

交通部長

令和３年中の交通事故の発生状況について御説明

します。令和３年１０月末の数字ですが、交通事故

の発生件数が１,０４２件で昨年から５９件の減とな

っています。さらに死者数が２５人で昨年に比べて

６人減、負傷者数が１,２００人で昨年に比べて

１１９人減となっており、発生件数、死者数、負傷

者数のいずれも昨年から減少しております。令和２

年が現行の統計方法となってから最少の発生件数、

負傷者数となっていますが、今年の１０月末時点で

はそれよりもはるかに減少しているという現状でご

ざいます。

その理由についてですが、少なくとも昨年はコロ

ナの影響を受けて全国に緊急事態宣言が出されたこ

とによって、人の動きが抑えられたため、交通事故

が大きく減少したというのはそのとおりだと思いま

す。一方で、今年はコロナの影響も２年目となり、

緊急事態宣言が続いているわけでもありません。人

の行動様式が変容した結果として人の移動が少なく

なったような気はしておりますが、確たるデータは

ございません。

小原正晃委員（分科員）

分かりました。かなり減少しているとのことで、

すばらしいことだと思っています。県警においても

事故発生を未然に防ぐために尽力していただき、あ

りがとうございます。

年齢別では高齢者が多いのか、あるいは子供たち

が多いのか、そういう傾向はどうでしょうか。

交通部長

傾向については２つございまして、今委員から御

指摘のあったとおり、死者数全体に占める高齢者の

割合は、全体で２５名亡くなっているうちの２０名

ということで実に８割となっています。さらに、こ

の亡くなられた２０名の半数以上の１１名が道路を

横断中にはねられて亡くなっているという顕著な傾

向がまず一つです。

もう一つの大きな傾向ですが、全体的に事故が減

っている中で、３月から４月にかけて小学生がはね

られて重傷を負う事故が相次いでおります。また、

平成２６年以降、中学生が路線バスにはねられて亡

くなるという大変痛ましい事故も発生しております。
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特に子供の登下校時における事故が増えていまして、

歩行中の負傷者数が前年比で７人の増加、自転車利

用中の負傷者数が前年比で８人の増加ということで、

全体の件数が減っている中にあって、この部分は若

干増えているというのも大きな傾向だと思います。

小原正晃委員（分科員）

子供と高齢者について、それぞれの対策等を聞き

たいのですが、子供に関しては、正に先ほど話があ

った横断歩道等の道路標示の再塗装などの対策があ

るのだと思います。また、これは管轄が違うのかも

しれませんが、交通安全協会なども子供たちに対す

る交通安全教室など、様々な交通安全の啓発活動を

してもらっていると思います。しかし、コロナ禍の

中でそうした活動がなかなかできなかったというこ

ともあると思います。私も中学生と小学生の子供が

いますが、そうした教室は直近でやっていないと聞

いています。交通安全協会の活動等も含めて、現在

の啓発活動の状況はどうなっていますか。

交通部長

コロナの影響により、大人数を集めた形での交通

安全教室などはなかなか開催が難しい現状もござい

ますが、やはり実際に集まってもらっていろんな講

習等を受けるというのは有用性がありますので、３

密に配慮しながら開催しています。委員御指摘のと

おり、交通安全協会等の力も多大なものがあり、今

までもいろいろ御協力をいただいています。今後も

いろんな知恵やお力を借りながら、できる範囲の対

応をしていきたいと思います。

小原正晃委員（分科員）

私も交通安全協会とかＰＴＡの活動として、たま

に道路に立って交通安全指導をしていますが、なか

なか大変な活動で毎日やれているわけでもないです。

まずは子供たちへの教育も含めてしっかり対応して

もらうことが大事だと思いますので、今後もお力添

えをよろしくお願いします。

もう一つ、高齢者の事故防止についてです。今回

素案の説明があった新秋田元気創造プランにも、福

祉分野との連携による交通安全意識の啓発というこ

とが記載されていますが、全体的にどのように対策

していくのでしょうか。

交通部長

先ほど説明しましたとおり、本県における高齢者

の事故率が極めて高いということは、本県が全国一

高齢化が進んでいる県であるということとも合致し

ているのかなと思います。警察単体で高齢者の交通

事故を防止することはなかなか困難ですので、まず

は先ほど説明したような交通事故の実態を、県、市

町村、それから包括支援センターや老人クラブなど

高齢者を取り巻くいろんな機関と情報共有したいと

思います。また、例えばあそこに住んでいるあの人

が最近夜に歩きまわっているようだという情報が関

係機関から寄せられた場合には、警察でその方を訪

問して反射材を勧めるということもできますので、

こうした形でいろんな機関が連携して高齢者の安全

確保をしていかなければならないと思っております。

小原正晃委員（分科員）

次に特殊詐欺について伺います。特殊詐欺に関し

ては今年も件数が多いと聞いています。新聞報道等

によれば、被害の未然防止に協力してくれた人たち

を表彰しているとのことで、私も知人が表彰された

のを見ました。被害の防止に向けていろんな活動を

していると思うのですけれども、年末になれば特殊

詐欺が増えるという話も聞きます。今年の特殊詐欺

被害の状況はどうなっているでしょうか。また、こ

の後の年末に向けた対策なども含めてどういったこ

とをやられているのか教えてください。

生活安全部長

１０月末現在における特殊詐欺被害の状況につい

て御説明します。被害件数は３６件で昨年比プラス

１２件、被害金額は６,７４３万円で昨年比プラス

２,８４０万円となっており、件数、金額とも増加し

ている状況にあります。特徴としましては、架空請

求詐欺が最も多く２７件となっています。また、

６５歳以上の高齢者の被害が１５件で被害件数全体

の４１.７％となっており、金額では６５％を占めて

います。

今年の特徴としては、パソコンに入ったウイルス

対応サポートを装ったＰＣサポート詐欺だったり、

何千万円とか何億円が当たりましたという連絡がき

て、その手数料としてお金をだまし取られる当選メ

ール詐欺、そのほかＮＴＴファイナンスをかたる詐

欺など、様々な手口が出てきている状況にあります。

これまでの特殊詐欺の対策としましては、３本柱

の対策として広報啓発活動、水際対策、それから物

理的な被害対策を実施しており、これらは今後年末

に向けても継続していくこととしております。

３本柱の１つ目である広報啓発活動に関しまして

は、平成３０年からヤフー防災速報（インターネッ

ト関連サービスを展開するヤフー株式会社が提供す

る防災気象情報サービスのこと。）において、新た

な特殊詐欺の手口に関する情報を発信したり、去年

にはツイッターでの情報発信もしております。この

ほか、ＮＨＫのデータ放送なども活用して広報啓発

を実施しているところです。さらに、今年の９月

３０日にはＳＯＳ４７という詐欺被害防止のプロジ

ェクトチームのリーダーになっていただいている俳

優の杉良太郎氏 警察庁から特別防犯対策監に指

名されている方ですけれども が実際に来県し啓

発活動をしていただきましたし、１０月の１か月間

は、その杉良太郎対策監が出演する特殊詐欺被害防
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止ＣＭを６０回以上放映しているところであります。

次に、２つ目の水際対策としましては、だまされ

てしまった場合において送金を阻止するため、コン

ビニエンスストアの従業員や宅配業者、金融機関の

窓口業務に従事されている方に対して、詐欺被害が

疑われる方がいた場合には必ず警察に通報していた

だくように協力を依頼しております。こうした取組

の成果として、１０月末現在の数字ですが、阻止件

数が４７件で昨年比プラス９件となっています。特

に多いのがコンビニエンスストアでの阻止となって

おり、この阻止件数が３２件で昨年比プラス３件で

す。我々も被害を阻止していただいた方々には各警

察署長から感謝状を贈呈させていただいており、こ

の贈呈数も１０月末現在で３１件と昨年比プラス３

件になっています。この感謝状によって称揚を図り、

更なる被害防止をしていただくということをやって

おります。また、コンビニエンスストア関連では、

今年も秋田犬をモチーフとした電子マネー被害防止

封筒を電子マネー購入者に必ず渡してもらい、被害

防止の啓発をしております。

３本柱の最後は物理的な被害防止対策になります。

高齢者のＡＴＭ利用制限 振込、引き出しの制限

だとか、自動通話録音警告機の貸し出し これは

現在県警で１８０台の運用となります このほか、

一般の留守番電話機能を活用した被害防止活動も実

施しているところであります。

今後年末年始の警戒期間に入りますので、対策を

しっかり講じてまいりたいと考えているところであ

ります。

小原正晃委員（分科員）

件数が少し落ち着いていても、被害金額が物すご

く大きいと思いますし、新聞ではコンビニ等で被害

を阻止してもらったという記事をよく見かけます。

水際対策だったり広報活動、それから物理的対策と

いうことで、いろいろ取り組んでいただいていると

は思いますが、その中でも被害件数が増えていると

いう状況のようですし、年末はこうした被害が増え

ていくと思いますので、是非とも県民の皆さんの安

全をしっかり守るために今後も頑張っていただきた

いと思います。

あと一つだけ教えてください。少年非行の件数が

若干増えていると聞いたのですけれども、どういっ

た内容が増えていて、どういった年代が増えている

のか教えていただけますでしょうか。

生活安全部長

非行少年の現在の実態や特徴、そしてその対策に

ついて御説明します。まず、非行少年の人数ですが、

１０月末現在は９７人で昨年比プラス１５人となっ

ており、若干増加している状況です。なお、非行少

年というのは、犯罪少年、触法少年、虞犯少年に区

別されます。犯罪少年は１４歳以上で罪を犯した

１４歳以上２０歳未満の少年、触法少年は１４歳未

満で刑罰法令に触れる行為を犯した少年、虞犯少年

は保護者の正当な監督下に服さないなど、今後罪を

犯し、または刑罰法令に触れるおそれのある少年と

なっておりますが、この数が若干増加しているとい

うところが非常に危惧されるところであります。

特徴に関してですが、犯罪少年が５７人で昨年比

プラス７人、触法少年が３８人で昨年比プラス８人、

虞犯少年が２人で昨年と同数ということになってい

ます。学職別でいいますと、高校生が３４人で昨年

比プラス１３人、中学生が２５人で昨年比プラス５

人、小学生が２２人で昨年比プラス４人となってい

ます。また、罪種としては窃盗が４６人と刑法犯全

体の検挙の５８.２％を占めており、その中でも万引

きが３７人で昨年比プラス７人という状況となって

おります。

この万引きについてですが、３７人の内訳は、小

学生１３人、中学生１２人、高校生１０人、各種学

校の生徒２人となっており、小中学校で全体の

６７.６％を占めるという深刻な状況となっておりま

す。我々もこの原因についてはいろいろと分析した

ところ、昨年はコロナの影響によって学校の休校等

が多く、その後も外出自粛傾向が続きましたが、今

年は休校もなく、外出制限等も解除された状況の中

で、子供たちの外出が全般的に増加したためではな

いかと考えております。

次に非行少年の対策ですが、大きく４点ありまし

て、１つ目が街頭活動の強化であります。少年サポ

ートセンターや少年補導員、それから防犯協会等の

関係機関と警察署の少年係が連携して街頭活動を強

化しています。実際に上半期においては小学生の万

引きが多かったのですが、これについて分析したと

ころ、例えば下校時間帯の発生が多いということで、

その時間帯の街頭活動を強化した結果、下半期は減

少傾向となっています。

対策の２つ目が店舗等の管理者対策ということで、

万引きを防止するためのカメラや鏡の設置、あとは

声掛けなどといったことを依頼しているところであ

ります。

３つ目としては、学校での非行防止教室でありま

す。これまで小学校の低学年児童に対しては犯罪被

害防止の教室を中心に実施していましたが、徐々に

万引きをする少年も多くなってきたということで、

下半期は非行防止教室も実施しているところです。

最後、４つ目としては、検挙や補導された少年へ

の継続サポート支援であります。今年から少年サポ

ートセンターということで、少年補導職員が９ブロ

ックの署に分かれて活動していますが、この方々が

非常に活躍しておりまして、現在も継続補導・支援
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している生徒が５８人で昨年比プラス３０人となっ

ております。非常に頑張っておりますので、これを

継続しながら非行防止 特に問題となっている万

引き対策について今後も推進していきたいと考えて

おります。

小原正晃委員（分科員）

ありがとうございます。今の時代、家庭における

経済的な問題だったり、子供たち自身もやらなけれ

ばならないことが昔よりも増えていて、いろいろな

ストレスが掛かっていると思いますが、非行少年の

増加というのは本県にとっても悲しいことですので、

見回り等をしてもらいながら、我々親も家庭でしっ

かり見守ることができるようにしたいと思います。

これからも頑張っていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

東海林洋委員（分科員）

質問ではありません。要望、お願いでございます。

自転車の関係なのですけれども、よく都会では、わ

ざと混んでいるところに自転車が入っていったりし

て危ない場面があるようです。ユーチューブ（Ｙｏ

ｕ Ｔｕｂｅ社が運営する動画共有サービスのこ

と。）を見ていたところ、車の前を低速で走って邪

魔をして、その車の運転手に文句を言われたらけん

かになるといった動画などもありました。また、秋

田市内でもあると思いますが、通勤時などにかなり

のスピードで道路を横切っていくのを目撃すること

があります。最近では、高校生がイヤホンで音楽を

聴きながら夜間に無灯火の状態で自転車を運転し、

一般の方とぶつかって死亡させてしまったというこ

ともありました。恐らく一般の方もそうだと思いま

すが、私も自転車に関しては、本来道路のどこをど

う通らなければならないのか、また、車との関係に

おいてはどちらが何を守らなければいけないのかと

いうことを完璧には分かっていません。これから冬

を迎えるので自転車の利用は少なくなるとは思いま

すが、できれば当初予算までに、自転車、歩行者、

自動車のそれぞれの区分と法律関係だったり、それ

から猛スピードで道路を横断したり、道路の真ん中

を走行する自転車がいる場合に具体的に誰がどうし

なければいけないのかというのを分かりやすく教え

てもらう機会を設けていただけませんか。

交通部長

承知しました。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で警察本部関係の所管事項に関する質疑を終

了します。

本日はこれをもって散会し、明日１２月８日水曜

日、午前１０時に委員会及び分科会を開き、教育委

員会関係の付託議案等の審査を行います。

散会します。

午後２時３４分 散会
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令和３年１２月８日（水曜日）

本日の会議案件

１ 議案第１９３号

令和３年度秋田県一般会計補正予算（第７号）

（教育委員会の関係部門） （趣旨説明・質疑）

２ 議案第２１６号

公の施設の指定管理者の指定について

（趣旨説明・質疑）

３ 議案第２１７号

交通事故に係る和解について

（趣旨説明・質疑）

４ 請願第７号

義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための政府予算に係る意見書採択に関する請願に

ついて （現況説明・質疑）

５ 請願第１１号

秋田県立西目高等学校再編整備に係る請願につ

いて （現況説明・質疑）

６ 教育委員会関係の付託案件以外の所管事項

（趣旨説明・質疑）

本日の出席状況

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 今 川 雄 策

副委員長（副会長） 児 玉 政 明

委 員（分科員） 北 林 康 司

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 豪

委 員（分科員） 東海林 洋

委 員（分科員） 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 安 原 駿 平

教育庁総務課 石 塚 祐 樹

警察本部警務部総務課 高 岡 義 明

会 議 の 概 要

午前９時５７分 開議

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 今 川 雄 策

副委員長（副会長） 児 玉 政 明

委 員（分科員） 北 林 康 司

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 豪

委 員（分科員） 東海林 洋

委 員（分科員） 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

総務課施設整備室長 安 田 一 彦

教職員給与課長 丸 山 隆

幼保推進課長 熊 谷 仁 志

義務教育課長 和 田 渉

高校教育課長 渡 辺 勉

特別支援教育課長 佐々木 孝 紀

生涯学習課長 橋 本 裕 巳

生涯学習課文化財保護室長

武 藤 祐 浩

保健体育課長 寺 田 潤

福利課長 太 田 司

委員長（会長）

ただいまから、本日の委員会及び分科会を開きま

す。

教育委員会関係の議案の審査を行います。

議案第２１６号及び議案第２１７号を一括議題と

します。

また、分科会では、議案第１９３号のうち、教育

委員会に関係する部門について審査を行います。

教育長の説明を求めます。

教育長

【部局関係説明書により説明】

委員長（会長）

初めに、補正予算関係の審査を行います。

関係課室長の説明を求めます。

総務課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

総務課施設整備室長

【議案〔１〕及び提出資料により説明】

教職員給与課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

高校教育課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

特別支援教育課長

【補正予算内容説明書及び提出資料により説明】

生涯学習課長

【議案〔１〕、補正予算内容説明書及び提出資料

により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。
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質疑は、各課室一括して行います。

鶴田有司委員（分科員）

統合型校務支援システム導入等推進事業について

質問させていただきます。来年１年掛けて全校統一

のシステムを作り、令和５年度から本格稼働させる

とのことですが、今までもそれぞれの学校で簡易的

なシステムを使用していると説明がありました。そ

れも統一されているシステムなのですか。

総務課長

これまでのシステムでは、例えば学籍であれば学

籍のシステム、保健であれば保健のシステムといっ

た形でばらばらに運用されているものでございまし

て、学籍の情報を成績に移したりする場合には手作

業で行うこととなります。そういう意味で統合され

たものではなく、飽くまで簡易型のシステムとなっ

ております。

鶴田有司委員（分科員）

どこの学校も大体同じようなシステムを使ってい

たということですか。

総務課長

同じシステムもありますけれども、中にはパソコ

ンが得意な教員が独自のシステムを作ったりしてお

り、多くの学校では独自のフォーマットやシステム

を使用していると聞いております。

鶴田有司委員（分科員）

それを今回の事業によって全ての県立高校で統一

するということなのですね。中学校もあるのですか。

総務課長

特別支援学校と中学校と高等学校でございます。

鶴田有司委員（分科員）

今の時代、こうした統合型のシステム導入は当然

あり得る話だと思います。私も専門的なことはよく

分からないのですけれども、クラウドサーバー管理

ということですから、遠隔地であっても教育委員会

が情報を入手することはできるのですか。

総務課長

情報管理につきましては、各学校の校長が管理権

限を有しておりますので、まずは学校に依頼してか

ら情報を入手するということになりますが、システ

ム上は教育委員会でも情報を入手することはできま

す。

鶴田有司委員（分科員）

理論上、例えばＡ高等学校からＢ高等学校にデー

タを送ることはできるけれども、それは校長先生が

やるかやらないかを決めるということでしょうか。

総務課長

学校間のデータのやり取りについては、技術的に

は可能かもしれませんが、今のところ想定しており

ません。

鶴田有司委員（分科員）

なぜこの質問をしたかというと、やはり一番重要

なのはセキュリティ管理だと思います。今までどう

いった管理がされていたかを聞いたことはないです

し、統合後のシステムへ不正アクセスができるのか

どうかも分かりませんが、成績表とか個人のいろい

ろなデータが管理されているわけですから、セキュ

リティ管理には十分配慮しながら作っていかなけれ

ばならないと思います。その辺はどう考えています

か。

総務課長

セキュリティに関して、１００％安全とは言い切

れないと思いますけれども、どういうセキュリティ

システムを搭載するかについては、これからシステ

ムを選定する上で重視していきたいと考えておりま

す。

鶴田有司委員（分科員）

それから、最近は先生方の就業時間がむやみに長

くならないようにしていると思います。当然決まっ

た時間内で業務を全て終わらせることができる先生

もおられるでしょうけれども、どうしても残業にな

ってしまうとか、あるいは家に持って帰って成績表

などのデータ管理をしなければならないということ

もあると思うのです。そういう場合には自宅からシ

ステムにアクセスするということになるのですか。

総務課長

今回の統合型校務支援システムについては、自宅

への業務の持ち帰りを考えておりません。飽くまで

学校の中で処理をするということになります。

鶴田有司委員（分科員）

そうすると、先ほど校長先生が管理権限を持つと

いうことでしたが、外部からアクセスさせないよう

に校長先生がしっかり管理するということですか。

万が一外部からのアクセスを許してしまうと不正ア

クセスにつながる可能性もあるわけですから、その

辺もルールをしっかり決めて運用するのですね。

総務課長

全体的な管理のルールは県で行いますけれども、

不正アクセスへの対応となると、そのシステムの持

つ強靱さが必要ですので、飽くまでシステムの持つ

セキュリティレベル次第であると考えております。

鶴田有司委員（分科員）

これから１年掛けてシステムを作っていくわけで

すけれども、他県でも既に県単位で導入していると

ころがあると思います。そういう他県の事例なども

参考にしながら進めていくことになるのですか。

総務課長

実は他県では全て導入が済んでおりまして、秋田

県だけが最後に残っている状況でございます。

鶴田有司委員（分科員）

まさか秋田県以外の４６都道府県で導入が終わっ
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ているということですか。そこまでは私も知りませ

んでした。進んでいるところはそれなりにあるだろ

うと思いましたが……。導入が遅れたのにはそれな

りの理由があったのですか。それなりの予算も伴う

ものですから、いつでもというわけにはいかないの

でしょうけれども、正直言ってショックを受けまし

た。

総務課長

最後まで残っていたのが富山県と秋田県だったの

ですが、富山県が現在整備中でございまして、結果

的にといいますか、今になって他県を見渡してみる

と秋田県だけが残ってしまったという状況でござい

ます。現場のほうから統合型校務支援システムを導

入してほしいという要望が今までもあったとは聞い

ているのですけれども、なかなか予算化して導入す

るというところまでは話が成熟しなかったというこ

とでございます。

鶴田有司委員（分科員）

まず分かりましたが、あえて残ったというわけで

はないでしょうね。特に小中学校の学力が良いと言

われている秋田県ですけれども、それはそれとして、

こういったシステムの整備もしっかりやっていかな

ければなりません。知事もこれからはＩＴ化ナンバ

ーワンということも当然考えていかなければならな

いと言っていました。今こうなったことをとやかく

言うつもりはありませんけれども、何かちょっとみ

っともないような感じがします。

教育長

文科省から五、六年前に校務支援システムの整備

を進めるという話があって、秋田県も少しはやった

のですけれども、全体の統合型システムの整備はや

っていませんでした。例えば成績管理とほかの何か

を連携するといったことは進めてきたのですが、や

っぱり全部を統合したほうが非常に使い勝手が良く

なりますし、先生方の業務軽減という観点でもはる

かに違いますので、今回こういった形でお願いした

ということです。

鶴田有司委員（分科員）

他県ではもう導入が完了しているということです

から、様々な事例を参考にできるのでしょうけれど

も、ここまで来たわけですから、よりいいものを作

ってもらいたいと思います。先ほども言ったように、

やはりセキュリティ管理だけはしっかりしてもらい

たい。それから、セキュリティのチェックの仕方も

校長先生によって様々でしょうから、そのレベルも

平準化していかなければならないだろうと思います

し、そのためにもルール作りをしっかりやっていた

だきたいと思います。

東海林洋委員（分科員）

関連でお聞きします。今回の予算の２億２,８００

万円は、そのほとんどが委託料だと思われますが、

経費の内訳は分かりますか。

総務課長

経費の内訳でございますけれども、システムの基

本パッケージなどについて約１億３,８００万円、そ

れから技術料金ということで これはカスタマイ

ズ、テスト、研修費などでございますけれども

こちらで約６,２００万円、それに消費税を付けて

約２億２,８００万円という計算になっております。

東海林洋委員（分科員）

ほぼ全部委託料ですね。既に他県は全部導入して

いるということですから、出来上がったシステムが

あると思います。しかも本県独自の特別なものを作

るわけではないですよね。今回これを委託しようと

する業者は県内業者を予定していますか、県外業者

を予定していますか。

総務課長

統合型校務支援システムにつきましては、全国で

２つの会社がシェアを二分しておりまして、いずれ

も県外業者でございます。いずれそのうちの１社に

なろうかと思っておりますけれども、これから事業

者を募集しまして、審査をすることになります。

東海林洋委員（分科員）

既に出来上がったシステムがあって、導入が最後

になった利点として、他県が最初に導入するときよ

りは相当安くできるはずですよね。もう出来上がっ

たものを入れるわけですから。その辺はどう努力し

ていくつもりですか。

総務課長

金額につきましては、例えば２社であれば、その

うち安いほうを選びます。また、金額に加えて技術

的な提案なども考慮しながら選定するということを

考えておりますが、システム開発にはそれなりに時

間と経費が掛かっていることを考慮すると、後発で

あるから安くなるということも一概にはなかなか言

えないのではないかと考えております。

東海林洋委員（分科員）

全国で２社しかなくて、その２社が結託してその

まま高い金額で導入せざるを得なくなるのは、県に

とって何もいいことではないですから、もちろん２

社の競争はあるかもしれませんが、提出された価格

が適正かを審査なり検討するに当たっては外部を入

れたほうがよろしいかと思いますので、御検討をお

願いします。

もう一つ、今まで各教員がやっていたデータ管理

の業務について、このシステムが入ることによって

どれぐらいの時間が削減できるのでしょうか。何人

分とか何十時間とかある程度具体的に分かりますか。

その削減した時間を他の業務に充てるというのがあ

って初めて効果が分かるわけですけれども、その辺
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が書かれていません。どれぐらいの削減時間を見込

んでいらっしゃいますか。

総務課長

実際に導入してみないと分からないのですけれど

も、文科省で導入の手引を示しておりまして、その

中で統合型校務支援システムの導入による教員１人

当たりの年間の削減時間について記載があります。

一番多いのが大阪市で年間２２４時間削減されたと

のことです。一方、少ないところでも愛媛県の西条

市で８０時間削減されたというデータが示されてお

ります。

東海林洋委員（分科員）

今の２２０時間とか８０時間というのは、１人当

たりということですか。

総務課長

そのとおりであります。

東海林洋委員（分科員）

それだけの時間であれば相当なものですから、う

まく活用できればいいなとは思います。ただし、も

う一つ、システムを入れたから何もしなくていいと

いうわけではないですよね。今まで個々に皆さんが

やっていた業務を誰かが専任で入力、管理を行うこ

とで初めて変化するものでしょうから、校長先生が

責任者というのは分かりますけれども、実際の業務

はどなたか責任者を置く予定ですか。

総務課長

基本的には個々の教員でございます。

東海林洋委員（分科員）

せっかく今までばらばらだったものを統一するわ

けですが、また仕事するときはばらばらのままで、

集中管理はしないということですか。

総務課長

個々の教員が入力したデータがシステム上で統合

されて、ほかの教科担任でも見ることができる、あ

るいは学校全体でそのデータを共有できるというシ

ステムでございます。

教育長

少し現場のお話をさせていただくと、入力するの

は個々の先生方ですが、多分その入力回数がどんど

ん減っていくと思います。１回入力したものが別の

用途でも使えることになりますので、それが業務軽

減になるということです。それから、例えば保健関

係であれば養護教諭、保健主事だったり、進路関係

であれば進路指導主事とか副主事だったり、生徒指

導関係であれば生徒指導主事、主任とかが今データ

をまとめていますが、システム導入後は多分簡単に

まとめられるようになりますし、外部とデータをや

り取りするときに改めてデータを作らなくても済む

ようになります。入力自体は個々の先生方が行いま

すが、幅広く業務軽減が進むだろうと思います。

小原正晃委員（分科員）

基本的なことを教えてください。先生たちのパソ

コンは学校に設置されているものなのか、それとも

先生たちの所有物で持ち運びできるものなのか、そ

こはどうでしょうか。

総務課長

教員に与えられた１人１台パソコンにそのシステ

ムを導入するということになろうかと思います。

小原正晃委員（分科員）

だとすれば、それを自宅に持っていったりするこ

とはなくて、飽くまでも学校の中だけで使うパソコ

ンという理解でよろしいですよね。

総務課長

私物のパソコンではなくて、飽くまで学校のパソ

コンでございまして、業務は学校の中で完結させる

ことを考えております。

小原正晃委員（分科員）

あともう一つ確認ですが、このシステムは、ただ

導入するだけではなくて、例えばランニングコスト

とかメンテナンスなど、様々なものが必要になって

くると思うのですけれども、その辺りはどう考えて

いるのでしょうか。ランニングコストが掛かってく

るのであれば、その２社の比較はどうやってするの

か教えてください。

総務課長

今回はシステム導入ということで債務負担行為を

設定しておりますが、令和５年度以降、システムが

立ち上がりますとランニング経費が掛かってきます。

今のところ年間３,０００万円ぐらいと見積もってい

ますが、この額につきましてもそれぞれの会社から

提案を受けて審査していくことになります。

小原正晃委員（分科員）

このランニングコストもかなり重要になると思う

のです。どんなものを買う場合でも、買った後の使

い勝手だったり、こうしたほうがいいといった細か

な注文もあったりするだろうし、何かあったときに

すぐ対応してもらうような仕組みも必要です。導入

費だけではなくて、ランニングコストだったりメン

テナンスというところも踏まえた上で契約してもら

いたいと思っております。

また、県立学校であれば情報系の学校も多くある

中で、情報系に強い生徒が自分の成績を見るために

どうにかしてシステムに入り込もうとすることもあ

り得ると思いますので、先ほども話がありましたが、

ハッキング対策なども含めてしっかり整備していた

だきたいと思っています。

北林康司委員（分科員）

関連でよろしいでしょうか。働き方改革といえば、

私立学校も同じだろうと思うのですけれども、私立

学校から要望があった場合は対応してくれるもので
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すか。

総務課長

今のところ県立学校だけを考えております。市町

村も同じ状況かと思うのですけれども、いずれ今回

は県費による県立学校へのシステム導入ということ

でございます。今後仮に私立学校から要望があった

場合は、それなりの自己負担を前提とした補助につ

いて検討していくことになると思います。

髙橋豪委員（分科員）

いろいろな話が出ておりますが、こういったシス

テムは業務効率化の面では欠かせないものですので、

いち早く導入すべきであったと思います。期待され

る効果としては業務処理の効率化や簡素化だったり、

業務の迅速性の確保などが挙げられていますが、提

出資料の３番目のところに「データ管理担当教員の

負担及び人事異動時における不安感の軽減」との記

載があります。先ほど教員一人一人が入力作業を行

うという答弁がありましたけれども、このデータ管

理担当教員は今どういった業務をしていて、どれほ

どの方がいらっしゃるのでしょうか。

総務課長

このデータ管理担当教員というのは現在の話でご

ざいまして、特定の教員にデータ入力業務が偏って

いるため、それを個々の教員に分散させるというの

がこの記載の意味でございます。

また、人事異動時における不安感の軽減というの

は、学校によって独自のシステムを持っているもの

ですから、異動時に転校先のシステムがどうなって

いるか不安を覚える場合があります。今後は全て同

じシステムになりますので、そういう不安感がなく

なるという意味でございます。

髙橋豪委員（分科員）

各学校で独自システムによるデータ管理をしてい

て、今までは統一感がなかったけれども、今後はど

の学校に異動になっても同じ作業となるので非常に

効率が良くなるということかと思います。今後は教

員一人一人が入力作業をするということになると、

教員全員に対してやり方を説明したりする必要があ

るかと思います。先ほど委託パッケージの中にそう

いった指導料のようなものも入っているとの話があ

りましたが、システム導入と併せて速やかに先生方

に指導されていくということでよろしいでしょうか。

総務課長

研修、指導につきましては、令和４年度１年間を

掛けて行い、令和５年４月からは一斉に本格スター

トできるように準備を進めたいと考えております。

髙橋豪委員（分科員）

それから、提出資料には「導入システムに係る機

能」として、出退勤管理や出勤簿、出張支援などと

いった部分も記載があります。大体こういうシステ

ムは給与システムなどとも連動するものだったりし

ますが、その辺の連携はどうなっているのでしょう

か。そもそも今の出退勤管理などは一体どうなって

いるのでしょうか。それも各学校によって違うもの

なのか、ある程度統一されているものなのか、ある

いは県全体を把握できる状況にあるのか分かります

か。働き方改革ということで非常に重要なテーマで

あると思いますが、この辺はいかがですか。

総務課長

出退勤管理につきまして、県立学校においては現

在タイムカードにより管理しております。

髙橋豪委員（分科員）

今現在はタイムカードだけれども、個々の学校の

状況は一括して把握できない状況になっているとい

うことですね。

教育長

タイムカードで出勤、退勤を行い、それがエクセ

ルシートに反映されるようになっていますので、そ

のデータを県に報告するということになっています。

髙橋豪委員（分科員）

統合型システムの導入後にどういった処理になる

かは分かりませんが、出退勤も全てカウントするこ

とになると、全ての学校の状況を全体で把握できる

ようになると思います。したがって、そういったデ

ータを基本にして給与システムなどとも連動すれば

更に作業効率が良くなるのではないかと考えますが、

連携などはしないのですか。

総務課長

給与システムについては現在別のシステムとなっ

ており、この統合型校務支援システムとの連携等は

予定しておりません。

髙橋豪委員（分科員）

それから、小中学校の教員も高等学校と同様に業

務量が多いですし、データの管理体制も各学校で様

々であろうと思いますので、その辺も速やかに取り

組んでいかなければならないと思います。教員の皆

さんも今後ますます教えることが増えていきますし、

また内容も変わっていくと思います。そういったこ

とも踏まえて、教員の負担軽減のために業務改善が

必要ですので、よろしくお願いします。

総務課長

現在の市町村の状況を申し上げますと、秋田市、

大館市、鹿角市、北秋田市、小坂町の５市町で導入

済みでございまして、学校数ベースでは３３.８％の

導入率となっています。県での導入が決まりました

ら、残りの市町村につきましても導入を呼び掛けて

いくことになりますが、特に一番大きな割合を占め

る秋田市において既に導入済みでございますので、

県内全ての自治体に同じシステムが入るかどうかに

ついては想定できない状況でございます。
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小原正晃委員（分科員）

提出資料１ページの私立高等学校学習環境改善事

業の件で質問します。私も学校トイレの洋式化を推

進する地方議員ネットワークのメンバーであり、平

成２８年の一般質問など、トイレの洋式化や自動水

栓化等を訴えてきました。この事業によって私立学

校の洋式化も少しずつ進んできていますが、最終的

にどのくらい完了していますか。また、今回の予算

によって私立学校は大体完了するものなのですか。

総務課長

現在、５つの学校法人がございまして、その５校

の合計で和式トイレの数が１４３個ございます。今

回の改修によって１４３個のうち、今のところ３６

個を洋式化する見込みですので、まだ１１０程度の

トイレは和式のまま残ることになります。学校側か

ら和式トイレも一定数は残したいという話もありま

すので１００％にはならないと思いますけれども、

徐々に洋式化率は高まってくるものと考えておりま

す。

小原正晃委員（分科員）

県立学校であれば、避難場所になっていたりしま

すので、障害を持っている方だったり高齢者が使う

ことも考えると、やはり洋式は多いほうが適当だろ

うと思います。一方で、そういうことのない私立学

校であれば、まずは生徒たちに不便のないように

それでも割合的には少ないと思うのですけれども

学校側で考えた数ということでよろしいのです

よね。

総務課長

洋式トイレの配置までは確認しておりませんので、

何とも申し上げられないのですが、いずれ学校の中

で配慮しながら進めているものと考えております。

小原正晃委員（分科員）

分かりました。いずれにしても、こういった形で

進めていただければ、生徒や学校にとっていいこと

だと思いますので、よろしくお願いします。

児玉政明委員（分科員）

関連でお願いします。先ほどの説明で３６個のト

イレの洋式化と２９個の自動水栓化を予定している

が、補助事業の対象にしないものもあるということ

でした。それぞれの補助率別の改修予定数は把握し

ているのですか。

総務課長

国の補助事業につきましては、２つの学校が申請

しておりまして、それについては数が確定しており

ます。トイレの洋式化が３４個、それから自動水栓

化が１１個でございます。これらは国庫補助の対象

になるものですので、３分の１の県補助となり、残

りが２分の１の県補助となります。

児玉政明委員（分科員）

国庫補助の対象とならなかった部分は対象額が

２００万円に達しないものということですね。

総務課長

そのような事情と認識しております。

小原正晃委員（分科員）

比内支援学校整備事業について伺います。先ほど

ウッドショック等による増加額の説明がありました。

この木材というのは、どういった場所にどの程度使

用するのでしょうか。先ほどの説明では、外国産材

から国産材に変わる部分として３,３００万円分とい

うことでしたが、例えば体育館でどのくらい使うか

といったことは分かりますか。

総務課施設整備室長

比内支援学校において一番大きいところは、この

後整備を予定している寄宿舎になります。県の公共

建築物の木質化推進基準というのがあって、学校関

係であれば校舎のほかにセミナーハウスや寄宿舎に

ついて、２階建のものは基本的に木造化することに

なっています。この後整備を予定している寄宿舎に

ついて、先ほど具体的な金額をお話ししたとおり、

一番影響が大きいところで３,３００万円となってお

り、それ以外のところについては、工期延長だった

り建築基準法の改正だったりが影響しています。学

校建築物では、廊下の腰板の木質化など様々なとこ

ろに木材を使っているところですが、今回の増額に

関して、一番大きいところは寄宿舎ということにな

ります。

小原正晃委員（分科員）

これは、外国産材から国産材になるとの話だった

のですけれども、国産材というのは県産材と理解し

ていいものなのですか。

総務課施設整備室長

必ずしも県産材ではない可能性もあります。入手

できるものを使って進めていくことになるかと思い

ます。今回の寄宿舎の工事においても、見積りすら

なかなか取ることができず、金額が特定できなかっ

た経緯がありました。先ほどお話ししたように国産

材に変えることで何とか見積額が算出でき、今回の

補正予算に至っております。

小原正晃委員（分科員）

分かりました。ただ、以前から多くの議員が県産

材の利用促進を訴えている中で、ないものは仕方な

いにせよ、できるだけ県産材を利用してもらいたい

と思っています。そういう方向で進めてもらうこと

はできるのですか。

総務課施設整備室長

今回の工事に限らず、学校の整備事業については

委員がおっしゃったとおり、木質化に当たってでき

るだけ県産材を使うという方針で進めているところ

です。ただ、どうしても今回のような状況ではなか
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なか難しい部分があります。また、価格の面でもか

なり違いますので、先ほど言ったように外国産材で

あったり、同じ国産であっても県産材が手に入らな

い場合には他の地域のものになることもあると考え

ております。

北林康司委員（分科員）

おっしゃることも分かるのですが、これだけ木材

県だの日本一の杉だと言っているのにそれを本県の

建築物に使えないというのはどうなのでしょうか。

我々もこの間、県産品や県内業者を優先して使って

もらうよう議会で決議させていただきました。業者

が高い価格を提示するのか財政課がうんと言わない

のかは分かりませんが、やっぱりおかしいと思いま

す。子供たちにも秋田県の杉は日本一だと教えるで

しょう。それなのに学校建築物には他県の木材が使

われるというのはおかしいでしょう。教育長はどう

思いますか。

教育長

私も納得いかない部分がありますので、できるだ

け県産材を使いながら進めたいと思います。

北林康司委員（分科員）

それともう一つ、かつて１００年住宅（昭和５５

年に政府が提唱した高耐久住宅構想のこと。）とい

う話があったと思いますが、私はこの比内支援学校

について、実験的にと言えばおかしいけれども、そ

ういう観点で検討してはどうかと思います。鉄筋コ

ンクリートだと耐用年数は５０年くらいだと思いま

すが、木造だと何年ですか。

総務課施設整備室長

法定では、木造建築物の耐用年数は２２年とかな

り短いのですが、実際は住宅であっても２５年ぐら

いは使えるかと思います。鉄筋コンクリートであれ

ば４７年と長いのですが、木造であっても途中で修

繕等を行いながら２５年、３０年以上は使えるよう

にしていかなければならないと考えているところで

す。

北林康司委員（分科員）

この先人口も減って、財政状況も厳しいものにな

ってきます。木造であっても法隆寺がどうしてあれ

だけの耐久性を持っているのかを考えたときに、秋

田県には木高研（秋田県立大学木材高度加工研究

所）があるわけですから、少し研究してもらっては

どうですか。この比内支援学校の寄宿舎整備を通し

て、それくらい頑張ってはどうでしょうか。

総務課施設整備室長

木造に限らず鉄筋も全てですが、これから建てる

建物はメンテナンス等を続けながら長く使うという

考えが必要だと思っていますので、まずはそれを目

指して頑張っていきたいと考えております。

北林康司委員（分科員）

本当に財政状況が大変な時代が来るだろうし、そ

ういう意味では１００年ぐらいもつものをしっかり

と整備して、早め早めのメンテナンスを行いながら

長く使用することが必要だと思いますので、よろし

くお願いします。

児玉政明委員（分科員）

同じく施設整備室に鹿角小坂地区統合校整備事業

のことで伺います。比内支援学校でも工事単価の上

昇なりウッドショック等で事業費が増加していると

のことですけれども、鹿角小坂地区統合校ではそう

いった影響はないということでよろしいですか。

総務課施設整備室長

比内支援学校の整備は平成３０年から始まってお

り、当時の積算では単価上昇率を勘案していなかっ

たという現状があります。そのため、工期は残り少

なくなったのですが、これまでの分と今後の上昇分

について今回の補正予算に計上したということです。

鹿角小坂地区統合校については、これからの事業に

なりますので、今後の単価上昇率をある程度勘案し

た予算として今回提案させていただいています。

児玉政明委員（分科員）

分かりました。

内容についてお聞きしますけれども、仮設校舎を

建設するとの話がありました。仮設校舎の設置場所

については既にお示しになられたのでしたか。

総務課施設整備室長

今回お示しした完成予想図は飽くまでも完成後の

予想図なので、仮設校舎の部分が入っていません。

現在の図面でいえば、体育館棟寄りの駐車場の部分

に仮設校舎を設置する予定になっております。

あと、先ほど申し上げたとおり、仮設校舎部分と

いうのは、飽くまでも家庭科で使う家庭科室と調理

実習室に対応できる仮設校舎ということで、通常の

授業を行う部分は入っておりません。飽くまでもこ

の２部屋を中心とした建物を体育館側の駐車場部分

に設置することになっております。

児玉政明委員（分科員）

分かりました。後で個別にもう少し詳しく教えて

もらいたいと思います。

あと、多目的屋内運動場なのですけれども、こう

いった屋内運動場は他校にもあるものですか。

総務課施設整備室長

これまでは、学校改築の際に既にある屋内運動場

を改築するような形となっていますが、そのほかに

も統合校としての魅力を出すということで、以前、

角館高校と角館南高校が統合した際に屋内運動場を

設置した経緯があります。統合校に屋内運動場を造

るというのは、これに続いて今回が２例目となって

おります。

児玉政明委員（分科員）
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ちなみに、その角館の多目的運動場の床はどうな

っているのでしょうか。土でしょうか。

総務課施設整備室長

これまでの屋内運動場は全て土になっています。

人工芝というのも考えられるのですが、人工芝を設

置する際は、設置経費に加えて、その後のメンテナ

ンスであったり、張り替えなどに多額の経費を要す

ることが予想されるので、そういうところも総合的

に考えた上で、この後学校とも調整しながら進めて

いきたいと考えております。

児玉政明委員（分科員）

使い勝手を考えると人工芝のほうがいいような感

じもしますが、まず分かりました。

小原正晃委員（分科員）

提出資料１０ページにある教育的ニーズに応じた

特別支援学校施設等整備事業についてですが、この

点字ディスプレイは子供を持つ母親たちと話す中で、

こういうのが早くあればいいなと言われていたもの

でした。これはいつから導入されて、いつから使え

るのですか。

特別支援教育課長

昨年度の予算においても同様の機器を購入してお

りまして、そちらはもう使用を始めております。今

年度更に国から追加の予算が示されましたので、各

校から再度必要なものを出していただき、今回計上

しております。来年度には使用できると思います。

小原正晃委員（分科員）

これは一人一人に行き渡るということでよろしい

のですね。

特別支援教育課長

それぞれの障害の程度もありますので、必要な子

供たちに必要な機器が行き渡るように進めておりま

す。

小原正晃委員（分科員）

これは、自宅にも持ち帰っていいものなのですか。

小学校であれば、基本的に端末は学校で預かるとい

うことになっていますが、こちらはどうでしょうか。

特別支援教育課長

１人１台のタブレット端末に関して、特別支援学

校では基本的に校内での使用ということで進めてお

ります。また、今回整備する機器についても、非常

に高価なものであり、中には大きなもの、重いもの

もありますので、基本的には学校での学習活動で使

う予定です。

小原正晃委員（分科員）

以前、母親達との話の中で、こういった機器を使

って家の中でも勉強できたり、家庭でのコミュニケ

ーションにも使えたりすればうれしいという話もあ

りました。学校の備品だということは分かります。

それでも、子供たちや親の状況に応じて柔軟に使用

できるように考えてもらいたいと思いますが、いか

がでしょうか。

特別支援教育課長

タブレット端末を含め使用を開始しており、校内

でも使い方のルールを示し始めておりますので、こ

ちらの機器に関しても、今後使用していく中で保護

者の方々とも相談しながら考えていきたいと思いま

す。

小原正晃委員（分科員）

最後に、ミュージアム活性化事業についてです。

例年の会議録を見ると様々な議論がありましたが、

私は今年この委員会に来たばかりなので、教えてく

ださい。

今回設定する限度額は、例年に比べるとどうなの

でしょうか。例えば過去５年間ぐらいと比較してど

うですか。

また、コロナ禍にあって非常に落ち込んでいると

は思いますが、入場者数はどう推移していますか。

コロナ禍前とコロナ禍における状況、それから来年

度はどのくらいの入場者数を見込んでいるのか、詳

しく教えてもらいたいと思います。

生涯学習課長

このミュージアム活性化事業ですが、３年前から

始めておりまして、事業開始年度の３年前の限度額

は１,８００万円弱となっています。予算については

３０％シーリングということで削られておりまして、

昨年は１,２００万円ほど、今年が８４０万円ほどと

なっておりますが、今回は１,１１６万円いうことで、

前年度に比べ増額となっております。今申し上げた

金額は一般財源ベースであります。

小原正晃委員（分科員）

入場者の推移や、来年度事業における入場者目標

についてもお願いします。

委員長（会長）

小原委員、限度額や入場者数の推移については、

午後にあらためて資料を提出して説明してもらうこ

とにしてよろしいですか。

小原正晃委員（分科員）

いいです。

生涯学習課長

過去３年分の数字を取っておりますので、後で提

出します。

委員長（会長）

では、午後に提出をお願いします。

ほかにございませんか。

東海林洋委員（分科員）

あきた芸術劇場が来年の９月にグランドオープン

となり、様々な行事を実施することとなっています

が、生涯学習課が管轄する様々な美術館、博物館で

は、あきた芸術劇場との連携だったり共同企画など
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を検討していないのですか。

生涯学習課長

来年６月に芸術劇場がオープンするということで、

我々も文化振興課と何かできないかという話をして

いるのですが、芸術劇場のオープン後は単発のコン

サートなどが多く、なかなか長期間連携できるよう

な取組が見つからない状況であります。旧県立美術

館 現在秋田市で指定管理をしております文化創

造館については、県立美術館のほうからお声掛けを

して、お互いの施設が向かい合っておりますので、

それぞれの施設から見える景色を描いた絵を展示す

る企画などを考えておりますが、新しい芸術劇場と

の共同企画は今のところ出てきておりません。

東海林洋委員（分科員）

今課長からお話があったとおり、毎年一般財源ベ

ースで削減されているのですから、こういう機会で

あれば増額できるでしょう。だから、この機会をう

まく活用してもらいたいと思うのです。グランドオ

ープンが９月ということで、まだ間に合いますから、

やりたかったことを無理にでも結び付けるぐらいの

気持ちで是非取り組んでみてください。

生涯学習課長

分かりました。これからも文化振興課とは何か共

同で開催できるもの、あるいは連携できるものがな

いか話合いをしていきたいと思います。あのエリア

は文化創造の場でもございますので、そういった辺

りも意識しながら進めたいと思っております。

東海林洋委員（分科員）

次の質問です。提出資料９ページにある高校教育

課のｅ―ＡＫＩＴＡ ＩＣＴ学び推進プラン事業に

ついて、また同じようなことを聞きますが、１人１

台端末というのは持ち帰り可能ですか。

高校教育課長

１人１台端末の持ち帰りに関しましては、できる

だけ持ち帰りができるように学校側へお願いしてお

ります。現在のところ、常時持ち帰りとしている学

校が４校、それから場合によって持ち帰ることを可

能としている学校が１７校ですので、合計２１校は

持ち帰りが可能な状況にあります。

東海林洋委員（分科員）

高校生の端末は、アプリ（アプリケーションソフ

ト）というか 例えばユーチューブなどは使える

のですよね。

高校教育課長

いろいろなソフトは入っていると思いますので、

生徒が自由に使えるように学校で指導していると思

います。

東海林洋委員（分科員）

我々が持っているタブレット端末は使用するアプ

リに制限があり、ただの書類代わりとなっているだ

けなので、我々も学校の１人１台端末を見習いたい

と思います。高校においては、基本的に自分で買わ

なくても、家に持ち帰って使用できるという方針な

のですね。

高校教育課長

そのような方針のもと、持ち帰りを進めていく上

で問題点を見つけていこうというスタンスでおりま

す。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で補正予算に関する質疑を終了します。

次に、議案第２１６号及び議案第２１７号に関す

る審査を行います。

関係課長の説明を求めます。

生涯学習課長

【議案〔３〕及び提出資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及び議案に関する質疑を行います。

北林康司委員（分科員）

この公の施設の指定管理者については八峰町に決

定したとのことですが、例えば過去二、三年におけ

る一般利用者と学校関係者の利用状況に関するデー

タはありますか。

生涯学習課長

令和元年は８,５００人ほど利用者がおりまして、

昨年は５,０００人くらいまで落ち込んでおります。

学校とその他の利用についてですが すみません、

訂正します。平成３０年度が８,５００人で、令和元

年度が７,２９０人、昨年度はコロナの影響を大きく

受けまして３,３００人ほどとなっております。申し

訳ございません、先ほどのミュージアム活性化事業

における入場者数と同じように……

北林康司委員（分科員）

なぜこういった質問をするかというと、皆さんも

分かっていると思いますが、この施設を造るときに

大変もめた経緯があります。しかし、この施設は飽

くまでも子供たちを中心とした教育財産として整備

するということで仕方なく承認した経緯があるので

す。しかし、私の知る限りでは、一般の方が結構使

っているなと感じます。やむを得ないと思う面もあ

りますが、民間の旅館業者等を圧迫するおそれがあ

るということで閣議決定までされた規制を乗り越え

て造ったものですから、やっぱり子供たちに多く使

ってもらわなければなりません。若い人たちはあま

り知らないと思うけれども、そういう理由で聞いた

のです。

生涯学習課長
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そうした議論があったことは承知しておりますの

で、一般の方が利用する場合でも、体験活動をする

ことを条件に宿泊してもらっております。また、宴

会を中心とするような宿泊についてはお断りしてい

るところでございます。

委員長（会長）

それでは、午後に先ほどのミュージアム活性化事

業の件と併せて、過去３年の簡単な比較表でいいと

思いますので提出をお願いします。

生涯学習課長

分かりました。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で教育委員会関係の議案に関する質疑を一旦

終了します。

次に、教育委員会関係の請願に関する審査を行い

ます。

配付しております請願一覧表により、継続審査と

なっている請願について順次審査を行います。

１０ページをお開きください。

請願第７号「義務教育費国庫負担制度２分の１復

元をはかるための政府予算に係る意見書採択に関す

る請願について」を議題とします。

現況に変化はありませんか。

義務教育課長

現況に変化はありません。

委員長（会長）

請願第７号について、質問等はありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

１２ページをお開きください。

次に、請願第１１号「秋田県立西目高等学校再編

整備に係る請願について」を議題とします。

現況に変化はありませんか。

高校教育課長

現況に変化はありません。

委員長（会長）

請願第１１号について、質問等はありませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で教育委員会関係の請願に関する審査を終了

します。

審査の途中ですが、昼食のため、休憩します。

再開は、午後１時３０分とします。

午前１１時４３分 休憩

午後 １時２７分 再開

出席委員（分科員）

委 員 長（会長） 今 川 雄 策

副委員長（副会長） 児 玉 政 明

委 員（分科員） 北 林 康 司

委 員（分科員） 鶴 田 有 司

委 員（分科員） 髙 橋 豪

委 員（分科員） 東海林 洋

委 員（分科員） 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

総務課施設整備室長 安 田 一 彦

教職員給与課長 丸 山 隆

幼保推進課長 熊 谷 仁 志

義務教育課長 和 田 渉

高校教育課長 渡 辺 勉

特別支援教育課長 佐々木 孝 紀

生涯学習課長 橋 本 裕 巳

生涯学習課文化財保護室長

武 藤 祐 浩

保健体育課長 寺 田 潤

福利課長 太 田 司

委員長（会長）

委員会及び分科会を再開します。

休憩前に引き続き、教育委員会関係の審査を行い

ます。

初めに、審査の途中であった議案の審査を行いま

す。

執行部から発言を求められておりますので、これ

を許可します。

生涯学習課長

【「ミュージアム活性化事業」展覧会入場者数及

び秋田県自然体験活動センター（あきた白神体験

センター）利用状況について当日提出資料により

説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明に関する質疑を行います。

小原正晃委員（分科員）

資料を準備していただきまして、ありがとうござ

いました。すごく分かりやすいと思います。

令和４年度もミュージアム活性化事業の予算を計

上しているわけですけれども コロナが収束して

いくというのが大前提だとは思うのですが 令和

４年度の入場者数についてはどのくらいの目標を設

定しているのですか。
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また、コロナ禍でなかなか外出できない中で、せ

っかくこういったすばらしい事業を実施するのであ

れば県内の子供たちに見てもらえるような機会があ

ればいいなと思いますが、子供たちの芸術鑑賞に関

して計画があれば教えてください。

生涯学習課長

今回、令和４年度事業の企画に当たっては、コロ

ナの影響を踏まえて、県民があまり外に出られない

だろうということも少しは想定しております。また、

入場者数につきましても、コロナ禍以前のような多

数の入場を想定せずにコロナの影響も加味しながら

計算しております。また、県民が秋田県内で優れた

作品を見られる機会を提供するということで、この

ような企画をしております。

小原正晃委員（分科員）

想定している入場者数と子供たちの鑑賞の機会に

ついて、もう少し具体的に教えてもらえないでしょ

うか。

生涯学習課長

令和４年度に予定している企画のうち、特に博物

館で行われます大恐竜展につきましては、夏休み中

の開催でもありますし、子供たちには是非博物館に

来ていただいて、夏休みの課題の一環にもなるもの

と考えております。

人数につきましては、令和３年度と大体同じくら

いの人数を目指しておりまして、全体で８万人台を

考えております。

委員長（会長）

よろしいでしょうか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で教育委員会関係の議案に関する質疑を終了

します。

次に、教育委員会関係の陳情等はありませんので、

教育委員会関係の所管事項に関する審査を行います。

執行部から発言を求められておりますので、これ

を許可します。

総務課長

【～大変革の時代～ 新秋田元気創造プラン（素

案）について委員会共通資料により説明】

委員長（会長）

以上で説明は終了しました。

ただいまの説明及びその他の所管事項に関する質

疑を行います。

初めに、今説明のあった新秋田元気創造プランの

素案に関して何かございませんか。

小原正晃委員（分科員）

提出資料の１２６ページですが、３年後離職率に

関して伺います。全国平均を下回っているものの、

本県でも３割以上の方が３年以内に離職しています。

また、データ見てみると、高卒者の３割は秋田でな

く県外に就職しています。その理由としては、やっ

ぱり所得格差によるものだとか、県内にやりたい仕

事がないといったものだと思うのですけれども、こ

れを少しずつ減らしていくためにどのような取組を

していくのでしょうか。

高校教育課長

県内における直近の離職状況ですが、平成３０年

３月卒業者の３年後離職率が出ております。数値は

３１.８％ということで、非常に低く抑えられている

という印象を持っております。このときの全国の平

均は３６.９％ですので、秋田県は大分低いと言える

と思います。経年変化を見ましても、全国平均に比

べて秋田県の離職率は非常に低く推移していると言

っても過言ではない状況であります。離職率を抑え

るために、我々もいろいろな事業を通して手を尽く

しているのですけれども、高校２年時のインターン

シップ、そして３年時の就職希望者による企業見学

などを通して企業と自分を知ることによって、企業

とのマッチングを図っています。それから就職支援

員や職場定着支援員が随時企業を訪問して、就職後

の生徒の状況確認や、その子に合った職場の紹介を

丁寧に行っています。こういったことが功を奏して

離職率が下がっているものと認識しております。給

料が安いとかいろいろな事情があるとは思いますけ

れども、早期の離職はデメリットのほうが大きいの

で、今後も引き続きこうした事業の充実を図ってま

いりたいと思っています。

小原正晃委員（分科員）

分かりました。県全体でも賃金の向上に力を入れ

ていこうとしている中で、教育の分野でも、若いと

きから地元の企業の情報を提供し、志を持って働い

てもらいたいと思います。できるだけ長く働いても

らうことは企業側にとってもいいことだろうし、そ

うすることで賃金も上がっていくというような循環

を作っていかなければならないと思って質問させて

もらいました。離職率は全国に比べて低いというこ

とで非常にいいことだと思うのですけれども、子供

の数自体が物すごく少ない中で、できるだけしっか

りマッチングできるようお願いします。

北林康司委員（分科員）

離職率が低くなってきたことは、大変いい話であ

ります。最も高かった頃は３８％ぐらいまで上がっ

ていましたので、職場定着員の効果がようやく現れ

てきたということでしょうか。知事と相当やり合っ

て予算化した経緯がありますが、職場定着員を配置

してまだ２年ぐらいでしょうから、本当の効果はま

だこれからだと思います。

昨日の医療系のある団体との懇談会の中でも、コ

ロナの影響によって、定員割れの状況がかなり改善
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してきたとのことでした。このコロナの状況が幸い

したとはいえ、この状況が落ち着いてくると今度は

やはり給与の問題が必ず出てくるでしょう。国も県

も何とか二、三％の賃金アップを目指すような話を

しています。これがうまくいかなければ、この離職

率がまた元に戻ってしまう危険性が十分にあります。

ですから、教育分野においても、是非ふるさとに定

着するような 県内に残りなさいとか戻ってきな

さいというのはなかなか難しいとは思うものの、県

内に残るメリットを伝えられるような事例があれば

いいと思います。本県は土木会社が多い県ですので、

いくら頑張っても課長や部長、あるいは取締役にな

れるというのは恐らく珍しいでしょう。建設振興議

員連盟でもよくその話をするのですが、なかなか改

善できないだろうと感じています。かつて、慶應大

学を出て秋田の某会社に入ったものの、幾ら努力し

てもトップクラスまでは行けないと言って東京へ行

ってしまった方もいると聞きました。それは県庁の

部長の息子だったのですけれども、そういうことも

あり得るので、ふるさと教育をしっかりとしていた

だきながら、同時に離職率をどうやって下げていく

か。離職率が下がってきているのはいいことですが、

私としてはやっぱりコロナの影響だろうという感じ

がしています。職場定着員が幾ら頑張っても、なか

なか人間の思考を変えることは簡単ではないと思う

のですが、それでも彼らには頑張っていただいて、

何とか離職の防止だったり、県内定着に全力を挙げ

ていかなければいけないだろうと思います。

余談ですが、藻谷さん（日本総合研究所調査部首

席研究員の藻谷浩介氏。日本の地域エコノミス

ト。）という経済学者と言っていいかな 秋田に

詳しい方ですけれども 先日東京で行われた全国

議長会において、北林丈正議員がパネリストとして

北秋田市と上小阿仁村の話をしたときに、藻谷さん

も行ったことがあるということで、何であんなすば

らしいところから東京へ出てくるばかがいるのだと、

はっきり言われていました。私はその藻谷さんに秋

田で講演をしてもらって、できたら若いお父さん、

お母さんたちにも是非聞いてもらう機会を作りたい

と考えているところです。あの方は秋田をすごく評

価してくれていますよ。そういう話を一遍皆さんに

聞かせてあげたいと思っています。

高校教育課長

先ほども申し上げたのですが、離職の原因として

は、仕事が合わなかったという生徒が２７％ほどで

す。それから、職場の人間関係が良くなかったとい

う生徒が１７％ほどおりました。そういった部分を

改善できるように、やはり事前に職場をよく見て、

実際に入って経験してみるような取組も含めて充実

させていきたいと思っています。

あと、一つ御紹介したいのですけれども、本県に

おける２９歳以下の県内就職者の増加率が東北の中

でトップだっとことが１２月４日 先週の土曜日

付けの日本経済新聞に掲載されていました。東北の

中で、県内就職した２９歳以下の方を２０１５年度

から２０２０年度までの５年間で比較した場合に、

秋田県が５４％増加しており、東北の中でトップだ

ったとのことです。これまでのいろいろな事業や取

組が功を奏した結果として、県内に若い人が多く残

っているという記事でしたので、こういった評価も

力にしながら今後も頑張っていきたいと思っていま

す。

髙橋豪委員（分科員）

教育・人づくり戦略の現状・課題の部分に、全国

トップレベルの学力という記述があります。小中学

生の学力は高いレベルとのことですが、高等学校に

関する記述が見当たりません。小中学生の学力レベ

ルは高いけれども、それでは高校の現状はどうなの

かというところも踏まえて、今後の戦略を考えるべ

きではないかと思うのですが、いかがですか。

高校教育課長

学力に関しては、小中学校では全国学力テストが

ありますので、そういったものを指標にして比較す

ることができるのですけれども、高校の場合には大

学入学共通テストが主な指標として取り上げられる

状況になっております。ただ、全ての高校生が受験

するわけでもありませんし、ある一定の大学に進学

する生徒たちだけが受けるものによって高校生の学

力状況を判断するのは非常に難しいことだと思って

おります。そういったことで、明確な指標によって

比較することは難しいのですが、いわゆる難関大学

と言われる大学に多くの生徒が進学しておりますし、

それから先ほど申し上げました離職率の状況など、

我々としては高校生のレベルは良くなっていると捉

えております。

髙橋豪委員（分科員）

例えば県内に就職や進学をするにしても、この資

料の課題の部分にあるとおり、いろいろな科学技術

の進展により、企業が生徒に求める知識・技術がど

んどん変わってくる中で、それを教える側の先生た

ちもこの変化に対応していくことになろうかと思い

ます。大学入学共通テストの話も出たのですが、今

の中学校３年生が高校に入り、共通テストを受ける

頃になると、情報Ⅰというプログラミングに関する

科目が追加されるということです。もう来年度から

その取組をしていなければなりませんけれども、県

内の高等学校ではそういう体制が取れているのでし

ょうか。また、このことはすでに決まっていること

だと思いますけれども、その辺りの対応はこの戦略

のどの部分に対応しているのでしょうか。
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高校教育課長

今委員のおっしゃった大学入学共通テストの情報

Ⅰに関してなのですけれども、来年度から県全体で

デジタル人材の育成に力を入れるということで、高

校としても事業を立ち上げたいと思っております。

そして、２０２５年度から共通テストに導入される

新たな教科になりますので、その指導はそれぞれの

学校で行うのですけれども、全県的に外部からの指

導を入れて共通テストに対応できる高度な授業が来

年４月から実施できるように今後予算要求をしてま

いりたいと思っております。

髙橋豪委員（分科員）

どんどん新しいものに対応していかないと取り残

されてしまうと思いますので、是非進めていただき

たいと思います。

それから、先ほどインターンシップや企業とのマ

ッチングを図ってきたことで県内就職者の伸び率が

非常に高くなったとおっしゃっていましたが、新プ

ランの数値目標を見ますと、「高校生のインターン

シップ参加率」が２０２５年に６６％、「高校生の

県内就職率」が２０２５年に８０％となっています。

インターンシップ参加率については、先ほどの答弁

でも非常に重要だとお話しされていましたので、

２０２５年に１００％を目指すとか、より高い目標

にしたほうがよいのではないかと思うのですが、そ

れは可能ですか。

高校教育課長

委員のおっしゃるとおり、インターンシップ参加

率については、できることなら普通高校も含めて

１００％という目標であるべきだと思うのですけれ

ども、実際には普通高校の生徒であれば進学をする

者がほとんどでありますので、全県的に見た６６％

という数字は、就職する生徒に関して言えば１００

％と捉えていいと思います。普通高校においても、

例えば能代高校ではウィルプロジェクトというキャ

リア教育を進めておりますが、そこでは全校生徒に

インターンシップ参加をさせています。やはり将来

的には誰もが就職をしなければならないわけですの

で、そういった学校の取組をもっと広めながら、県

としても更にインターンシップの大切さを広めてま

いりたいと考えています。

髙橋豪委員（分科員）

就職する生徒に関しては１００％だが、進学する

人もいるので全体でこの割合になるとのことですが、

今の答弁のとおり、大学等へ進学したとしてもいず

れは必ず仕事に就くという中にあって、秋田にはこ

ういうすばらしい企業があるということを伝える必

要があるのではないでしょうか。進学希望の生徒で

あっても、やはり１回は実際に企業を見てもらい、

地域にこういう会社があるということを覚えてもら

うことによって、大学卒業後の県内就職率の上昇に

つながるのではないかと思うのです。そういう意味

でも、この目標値をより高いものにすることで全体

の効果が上がってくるのではないかと思うのですが、

その辺はいかがですか。

高校教育課長

確かにおっしゃるとおりです。ただ、学校におい

ても最近はいろいろな教育を入れていかなければな

らないということもありまして、カリキュラムが全

て埋まっているような状況もあります。我々教育委

員会としても、インターンシップの重要性は常日頃

から学校訪問等で伝えている状況ではあるのですけ

れども、今後更にそういったことも含めてキャリア

教育の充実を図ってまいりたいと思っています。

鶴田有司委員（分科員）

資料の１２７ページ、それから１３２ページにも

ありますが、探究型授業について伺います。今後は

新たな時代に対応したという これはデジタル教

育なども含んだものと思いますが この探究型授

業も始められてから１０年ぐらいになるのですか、

結構長くなりましたよね。単なる知識習得のための

勉強だけではなくて、考える力だとかまとめる力と

いった人間性を豊かにするという意味でも非常に成

果が上がっているのだろうと思うのですけれども、

これまでやってきたことの成果、そしてこれから新

たな時代に対応して、どんな方向性を見いだしてい

こうとしているのか、その辺を聞かせてください。

義務教育課長

秋田の探究型授業につきましては、長い積み重ね

があります。これは「型」と書いていますけれども、

「型」の意味を先生方が十分に理解した上で授業に

取り組んでおります。現行の学習指導要領に「主体

的、対話的で深い学び」とありますが、これと合致

している授業であります。

成果につきましては、全国学力学習状況調査にお

いて、一つの検証ができています。それからあとも

う一つ、本県独自の調査も行っておりまして、その

結果からは学力に関して一定の成果を得ていると捉

えています。秋田県でこうした取組をするきっかけ

になったのは、子供たちが問いを発することができ

ないということでした。そこから始まって、今や子

供たちはどんどん問いを発していますし、子供同士

の学び合いも十分進んでいますので、コミュニケー

ション能力の向上も成果として挙げられます。これ

からは、この探究型授業とＩＣＴをミックスしてい

かなければならず、その部分について今試行錯誤し

ている段階です。

鶴田有司委員（分科員）

デジタル化がどんどん進んでおり、例えば小さい

子供でもスマホを自由に操れるといいます。昔は外
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で自由に遊び回ったものですが、今では家に籠もっ

て一生懸命スマホを触っていたり、あるいは家に帰

ってもすぐ塾に行ってしまうと聞きます。こうした

時代において、探究型授業は人との交わりという面

でも効果を発揮してほしいと思います。家に籠もっ

て勉強しなければならないときもあるのでしょうけ

れども、世の中で生きていくために大事なことはそ

れだけではないと思うのです。そういう意味で私は

探究型授業に大いに期待しているのですけれども、

その辺も十分に考慮して現場の先生方にお願いして

いると捉えていいのでしょうか。

義務教育課長

私が実際に授業で見た一場面を紹介しますと、あ

る子供が黒板の前に立って発表しているときに、発

表内容を忘れてしまったことがありました。そのと

きにほかの生徒が挙手をしまして、代わりに答える

のではなく、何々さんが伝えたいことはこういうこ

とですかとみんなで話し合いをしたのです。このよ

うに、ただ単に代わりを務めるのではなくて、察し

てあげるというシーンが見られますので、そういう

意味では秋田県の子供たちのコミュニケーション能

力は高まっていると思っています。

鶴田有司委員（分科員）

そういう成果が得られているということですね。

分かりました。この後も引き続き進めていただきた

いと思います。

先ほど高校におけるデジタル教育に関して来年４

月から専門的な外部人材を登用すると説明がありま

した。外部というのは例えばどこかの会社に所属し

ながら来てもらうのか、デジタル教育を専門的に教

える教諭になるのか、あるいは非常勤講師となるの

か、その辺はどう考えているのですか。

高校教育課長

来年度からのデジタル人材育成の授業ですけれど

も、現在も外部人材を活用してやっておりますので、

それを更に拡充していくというものであります。ま

だ高校の教員だけでは対応できない部分があります

ので、外部人材を取り入れながら補っていくことと

しています。来年から情報Ⅰの授業が始まり、

２０２５年度には試験科目となることを見据えて、

生徒に不利益とならないような形を作っていきたい

と思っています。

鶴田有司委員（分科員）

不利益というのはどういった意味でしょうか。

高校教育課長

来年から情報Ⅰの授業が始まるのですけれども、

来年はまず最初の年だからこのくらいでいいだろう

と言っている場合ではなくて、それを受けた子たち

が２０２５年度にはもうテストを受けることになり

ますので、来年の４月からしっかり生徒のためにや

っていきたいと考えています。

鶴田有司委員（分科員）

この間たまたま知事と教育長の会話が聞こえてき

て 教育長からも若干聞いてはいたのですが

高校でのデジタル教育については知事もかなり力を

入れているようですし、教育長も強い思いをお持ち

のようですから、これからの時代に即して教育ナン

バーワンからデジタルナンバーワンになるくらい、

しっかりお願いします。

東海林洋委員（分科員）

１点だけお伺いします。図書館に関しては県立図

書館や市町村立図書館、あるいは中高生を対象とし

た読書イベントといった記述はありますが、学校図

書館に関する記述がありません。学校図書館には、

単なる教育とか知識だけでなく、日本の文化、芸術、

世界、あるいは産業界の情報、更にはふるさと教育

的な地域の文化などについて物すごい量の情報があ

るわけです。情報の拠点であり、更に最近であれば

地域を考えるときの拠点にもなり得るというのが図

書館の魅力です。県立図書館とか市町村立図書館と

の連携事業などを結構やっていらっしゃるはずなの

ですが、小中高校生の図書館の活用が重要視されて

いないことには納得がいきません。本当に大事だと

思うのです。国際教養大学の図書館を想像してみて

ください。２４時間世界とつながり、様々なことに

ついて、いろんな人が調べもすれば、ディスカッシ

ョンもします。これは、高校生にだってできるはず

ですし、このプランの中でそういう姿勢を出してい

ただきたい。なぜかと言えば、私の住む湯沢市には

湯沢高校と湯沢翔北高校というのがありますが、夕

方から夜にかけて市役所の開放されたロビーにいる

のは全部高校生です。それも１階だけでなくて、２

階、３階の執務室の横のスペースもみんな高校生で

埋まっています。学校図書館にあれだけの本と場所

があるのに もちろん迎えに来るときの駐車場の

広さなどといった理由はあるのですが 何で毎日

ここに来るのかと異常に感じます。ですから、学校

図書館の魅力を少しでも上げて、より活用できるよ

うに工夫すべきだと思います。是非善処をお願いし

たいです。

教育長

学校図書館について具体的には記載されていませ

んが、当然学校の図書館の重要性だとか、子供たち

の読書活動の重要性については以前から認識してお

ります。実は学校の図書館、蔵書に関してはそれほ

ど充実はしていないのですけれども、最近県立図書

館等と連携した貸出し図書等をやって充実を図って

いるところです。また、図書館は読書をする場でも

ありますが、今お話があったように例えば受験の時

期になると学校の図書館もかなり遅くまで生徒たち
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が残って勉強したりしています。そういう環境作り

に関しては、司書のいる学校もあれば、図書委員だ

ったり、先生も含めてみんなで進めている学校もあ

ります。そういったことをより一層進めながら、学

校の図書館がもう少し活性化するように、我々もこ

れから少し力を入れてやっていきたいと思います。

東海林洋委員（分科員）

教員の方が多忙を理由にできないというのであれ

ば、外部に委託することも可能なわけですから、よ

り活用していただきたいと思います。そして、でき

ればこのプランのどこかに記述を入れてほしいです。

教育長

現在も非常勤の司書の方を十何名か入れながら、

読書活動のモデル校を指定し、そのモデル校が各地

区で中心となって地区内に活動を広げたりしていま

す。また、統合校等が出来た場合には、そこで新し

い図書館作りに取り組んでもらったりもしています

ので、今いる司書の方々には頑張っていただいてい

ます。そのノウハウ等をほかに広げながらやってい

きたいと思っているところです。

小原正晃委員（分科員）

資料の１２８ページの現状・課題のところに文化

芸術を体験する機会の不足という記載があります。

先ほどのミュージアム活性化事業も活用しながら、

例えば小中学生だとなかなか難しいとしても、高校

生に１人１台端末を使ってデジタルアーカイブを見

せるなど、少しでも文化芸術に触れる機会を作れな

いものでしょうか。それ以外にも例えば全員に対し

て、美術館や博物館のどこでも使えるチケットを１

枚渡して、好きなところに行ってもらうということ

でもいいと思います。文化芸術に触れてもらうこと

にもなりますし、若い人たちの好みなどのデータを

取ることもできます。企画展をやるときには学芸員

の方々も非常に悩まれていることと思います。僕も

美術大学出身だったもので、そういったことは結構

分かるつもりなのですけれども、いろいろなデータ

があることで、学芸員の方々や企画を進める人たち

の参考になると思います。このように、機会の提供

プラスアルファとなるような対策は考えられないも

のでしょうか。

生涯学習課長

現在、セカンドスクール（都会の小中学生が農村

部に移動し、豊かな自然の中で行う体験学習のこ

と。）としてクラス単位あるいは学校単位で利用す

る場合には無料とする措置を取っております。また、

団体割引もありますし、公立美術大学については、

学生の入場料を後で大学側が補填するというやり方

を取っております。学生もせっかくタブレットを持

っておりますので 美術館では著作権の関係から

タブレットを使った鑑賞というのはなかなか難しい

かもしれませんが 博物館などでは著作権の問題

もございませんので、Ｗi－Ｆiを設置しまして、自

由にタブレットやスマホを使って詳細を学びながら

鑑賞するということも考えており、今後関連予算を

計上したいと考えているところでございます。

小原正晃委員（分科員）

私自身も高校生のときに芸術に触れる機会が少な

かったと思いますし、あと大学生の息子が高校生の

ときにもそういう機会は多くなかったと思います。

先ほどセカンドスクールや公立美術大学は無料との

ことでしたが、年間どのくらい利用しているものな

のですか 細かな数字は結構ですが、あまり多く

ないのであれば、高校生や中学生が体験できるよう

な形を取ったほうがいいのではないかという思いで

お話しさせてもらいました。美術館とか博物館を１

回無料で見に行けるとすれば、デートで行くかもし

れませんし、親と一緒に行くかもしれません。そう

いった機会が多くなれば、機会の不足という課題も

解決できるのではないかと思いますが、どうでしょ

うか。

生涯学習課長

セカンドスクールの利用者につきましては、昨年

度は落ち込んでおります。令和元年度でいいますと、

博物館であれば１４１名、近代美術館であれば

１００名、美術館であれば２６名となっておりまし

て、最近は少し減少傾向ですが、制度としては活用

できるということであります。

（３２ページで発言訂正あり）

教育長

将来的なことは別にして、コロナ禍ということで

最近の修学旅行は小中高とも行き先が県内に切り替

わってきていますので、例えば横手であればふるさ

と村や近代美術館を見るとか、秋田に来たら県立美

術館や博物館を見るといった形で利用していただけ

ればと思います。私も市町村教育委員会を訪問して

いますので、各市町村の教育長に対して修学旅行の

途中で立ち寄ってもらえないか話をしたいと思いま

す。そういったことで、少しでも子供たちが文化美

術に触れる機会を増やしていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

生涯学習課長

すみません、先ほどお話ししたことに訂正がござ

います。令和元年度のセカンドスクールの利用者に

ついて、先ほど申し上げた数字は学校の数でござい

まして、人数にしますと博物館で５,４００名、近代

美術館で約３,０００名、美術館で９３０名となりま

す。申し訳ございません。

（※３２ページの発言を訂正）

小原正晃委員（分科員）

教育長からもお話しいただいたように、いろいろ
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な機会を通じて子供たちが芸術を体験する機会を増

やしてもらえるようにお願いします。

あともう一つ、先ほどからプログラミング教育の

話が出ていました。２０２５年度にプログラミング

教育がテストに出てくるという状況の中で、プログ

ラミングをどこでどのように学んだか、各自治体に

よってもしかすれば差が出てくるのではないかと感

じています。文科省でも、全国に対して同じような

フォーマットなどを示さずに各地域に任せているの

ではないかと思っています。先ほど、外部人材を活

用するというお話がありましたけれども、現状、例

えば数学の先生などが情報の授業をやってるという

こともあると思うのです。現在はどういう状況で、

来年度からどう進めようとしているのか、その辺り

を教えてください。

教育長

高校に関しては、今でも既に情報という授業はや

っているのです。３年間で２単位ということで、飽

くまでも教科ですので、必ず情報科目の免許を持っ

た先生が教えています。先ほど数学の先生が教えて

いるのではないかということでした。数学と情報の

両方の免許を持っている人は教えることができます

が、数学の免許しかない人が勝手に情報を教えてい

るわけではありません。ただ、情報の免許を持って

いる方は全県的に少ないので、もし学校内に免許の

ある人がいない場合には臨時免許（普通免許状を有

する者を採用できない場合に限り、例外的に授与す

る助教諭の免許のこと。）で対応する場合もあるの

ですけれども、まずは免許のある先生が教科書、そ

れから学習指導要領にのっとって授業をしている状

況であります。そうした中にあっても、先生方の指

導力には当然差があるだろうし、それから今度は共

通テストにも出題されることになりますので、より

強化していく必要があるだろうということで、先ほ

どから申し上げている外部人材だったり、外部の教

材だったり、あるいは先生方への研修において外部

の力を借りるといった取組を来年度から高校教育課

で立ち上げようと進めております。

義務教育課長

小中学校における情報の取組についてです。小学

校でも既に実施されていますけれども、算数、理科、

総合の教科で扱っていますので、担任の先生が扱っ

ているというのが現状です。ただ、体験的な内容に

なってくると先生方にも限界がありまして、実情と

しては外部の方々にお願いをしております。県とし

ましては、秋田県プログラミング教育人材バンクと

いうのを設けておりまして 現在４１件の登録が

ありますけれども そういったものを活用して取

り組んでいるというのが実情であります。

小原正晃委員（分科員）

先ほどの教育長のお話で大体理解しました。秋田

県としても学校によって教育に差が出ないように、

また先生たちにとってもあまり負担とならないよう

に、皆さんでしっかり考えていただきながら進めて

いただきたいと思います。期待しています。よろし

くお願いします。

児玉政明委員（分科員）

私から３点ほどお願いします。先ほど高校生のイ

ンターンシップ参加率を限りなく１００％に近付け

ることができないかという質問がありましたが、私

もまるっきり同じような考えでした。先ほどの答弁

にもありましたが、大学に進学したとしても将来的

には就職することになるので、そういった意味でイ

ンターンシップ等の機会が多くあればいいのではな

いかと思います。インターンシップだけではなくて、

例えば地元企業の説明会などの参加率も含めるとも

っと数値は高くなるのではないかと思うのですが、

どうでしょうか。

高校教育課長

企業の説明会等にはもっと多くの生徒が参加して

いると思いますので、参加率は上がると思います。

ただ、我々としては前後の指導も含めた合計５日間

のインターンシップという条件でカウントしたもの

であります。

児玉政明委員（分科員）

分かりました。県内の中学校でも職場体験が行わ

れていると思いますけれども、そちらの参加率は

１００％になっていますか。

義務教育課長

職場見学も含めると、ほとんどの学校で実施され

ていると捉えています。ただ、今はコロナの影響に

よって停滞しているところもあります。例えば福祉

関係などの職場はなかなか訪問することができませ

んので、代わりにオンラインによる説明で情報を得

るなど、工夫をして実施していると聞いています。

児玉政明委員（分科員）

コロナが落ち着いたら、また以前のように地元の

企業を知ってもらって、たとえ県外に出ていったと

しても、また秋田に戻って来たくなるように取組を

続けてもらいたいと思います。

それからもう１点、「将来の夢や目標を持ってい

る児童生徒の割合（小６、中３）」という指標につ

いてですが、２０１９年の実績が８６.２％になって

いて、２０２５年の目標が８８％となっています。

調査方法もいろいろあると思うのですけれども、例

えば小学校６年生の子供たちだったら１００％にな

ると思うのです。将来の夢や目標がない子が１２％

もいるのか不思議に思うのですが、調査方法などに

ついて教えてもらいたいと思います。

義務教育課長
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私も１００％でなければならないと思いますけれ

ども、これは飽くまでも全国学力・学習状況調査に

おける比較でありまして、秋田県はこれでも全国的

にも高いほうに位置しています。理想は１００％で

すけれども、やはり指標としては全国との比較も考

慮し、この数字が妥当であると捉えています。

児玉政明委員（分科員）

分かりました。もう１点、資料の１３４ページに

ある「授業にＩＣＴを活用して指導することが『で

きる』『ややできる』とする教員の割合（全校

種）」という指標についてです。直近の実績値が

６３.２％で、いったん６２％に下がっていますが、

２０２５年には７４％を目指すということです。先

ほどから話があるようにデジタル教育日本一といっ

たことを目指していく中にあって、ＩＣＴを活用で

きない人が２６％いるということになってしまって

いますが、この２６％はどういう人のことを指して

いるのでしょうか。

義務教育課長

教員がＩＣＴを活用して指導することができるか

どうかという設問なのですが、２年前の設問では、

活用して指導できるかではなくて単純に活用できる

かどうかというものを問うものでした。そのときに

は「できる」と回答する割合が非常に高かったので

すが、今では学び方や学習形態が変わってきていま

す。子供たちは１人１台タブレットやパソコンを持

っていますので、そういったものを活用しながら双

方向でしっかりと授業をできるかどうかという設問

に転換されたわけです。そうした場合にはどういっ

た割合となるかを考えたときの数字をこちらに記載

しておりますので、全くＩＣＴに興味がないとか全

くできないというわけではなくて、子供との双方向

においてはどうなのかという視点で見た場合にはも

う少し時間が必要ではないかと考え、このような目

標値としています。

児玉政明委員（分科員）

この指標についても、もう少し上を目指してもい

いのかなと思いましたが、まずは分かりました。

北林康司委員（分科員）

資料の１４２ページに「県内産業の即戦力となる

人材の育成に取り組む私立大学・短期大学・専修学

校への支援」という文言があります。指標は、「県

内高卒者の県内大学、短大への進学率」となってい

ますが、２０２５年には３１.８％ということで目標

にしては少し弱い感じがします。

もう一つ、先般行われた私学振興大会において皆

さんの先輩である小野校長が、専門学校を出た人の

ほうが長い間税金を納めてくれるから本県のために

なるという話をしていました。専門学校に関する記

述はここにはないのですか。

総務課長

目指す姿５の部分につきましては、あきた未来創

造部の高等教育支援室の所管になっているため、そ

ちらで載せた指標ということでございます。

北林康司委員（分科員）

それは分かりますが、皆さんにとっても教え子が

行くことになるわけですから、そこをあまり区別す

るというのはいかがなものかと思います。だから私

は、皆さんが就職とか専門学校に行く人に冷たいと

よく言っているのです。やっぱりここにしっかりと

明記してもらうべきだろうと私は思います。所管が

知事部局だということは分かりますけれども、皆さ

んがここに支援と書いている以上は、参考としてで

も載せていただきたいと思います。専門学校へ行く

人の数字というのは出るのでしょう。ここに書いて

くださいよ。

もう一つ、同じページに「高等教育機関の学生に

対する授業料等の経済的負担の軽減に向けた支援」

という記載があります。私の知っている限り、皆さ

んのところで大学の入学金などの貸与をしています

よね。これは何年から始めたのでしたか。それから、

かつて入学金の貸与に不足が生じてしまい２,０００

万円の増額補正がされたことがあって驚いた記憶も

あります。実際には現在どのくらいの金額が積まれ

ているのですか。これも教育庁で分からないとおか

しいでしょう。奨学金とはまた違う話ですよ。たし

か貸与ですよ。

総務課長

県の育英会による大学入学一時金の貸与というこ

とで、現在２００人の枠で貸与しております。

北林康司委員（分科員）

金額にしてどのくらいですか。それから１人あた

りどのくらい貸すのですか。その学校によりけりな

のか、あるいは借りる人によるものなのか、その辺

は分からないけれども……。いいです、答弁は結構

です。

昨日もある団体との会合の中で、ある議員から、

教育庁の方針はとにかくいい大学へ行け、いい会社

に入れというものだといった話がありました。そう

いうところが若い人が県外へ出て行く原因にもなっ

ているという厳しい話もあったでしょう。進学率が

これほど上がってきていますが、本県の所得水準を

考えるとこれは相当厳しい話でしょう。ですから、

佐々木喜久治県政のときに奨学金を潤沢にしようと

いう話をしたのです。大学へ行くなとか行かせない

という話ではないけれども、そこまで大きな金を積

んでまで進学するのは厳しいものがあります。だか

ら、私も前にこの委員会で言ったと思うけれども、

その辺を少し踏まえて県内にいる子供たちとか専修

学校にもう少し力を貸してくださいよ。伊藤学園と
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いう秋田県で一番古い学校は、かつて生徒が３００

人以上いたかと思いますが、今では１００人を切っ

たりしています。それでも就職先の９０％ぐらいは

県内です。コア学園だって小野さんが言ったように、

やっぱり即戦力として税金を長い間納めてくれるの

です。歯科医療専門学校もそうですよ。５０人の定

数に対して２０人を割ったことがあります。それで

も最近はコロナの影響だと思いますが、４０人ぐら

いまで戻ってきているようです。話が行ったり来た

りしますけれども、給料が安ければ外へ行ってしま

うということで歯科医師会の先生方に何回も発破を

かけたこともあります。やっぱり専門学校とか専修

学校に少し力を入れてくださいよ。本当に専修学校

がなくなってしまったら、歯科衛生士とかは秋田に

いなくなりますよ。

総務課長

高校生の動機付けの件は別としましても、ただい

ま委員からお話のありましたことにつきましては、

未来創造部と健康福祉部にお伝えしておきたいと思

います。

北林康司委員（分科員）

伝えるだけではなくて、皆さんが一緒になって取

り組む方向でなければなりません。ふるさと教育な

どを進めていく中にあって、ここが一番の要なわけ

です。伝えるだけでなく、一緒になってやっていく

人口減少という正に緊急事態にあるわけですか

ら、このまま１万５,０００人ずつ減っていくとどう

なりますか。やっぱりお互いにそこをしっかり考え

ましょうよ。

髙橋豪委員（分科員）

資料の１４４、１４５ページに記載のある文化遺

産の保存活用についてです。「国・県指定等文化財

の件数」という指標では、現状の７８５件から

７９４件に増やしていくということであります。国

指定、県指定の文化財については、有形、無形とい

ろいろあって、特に建物など個人で所有しているも

ので文化財指定を受けているものも多いと思います。

文化財を増やしていくことも非常に大切なことだと

思うのですが、一方では個人所有の財産が老朽化し

たりして修繕できないとか、維持管理が物すごく大

変とか、それから後継者がいないとか、正に今そう

いう問題に直面していることもあるかと思うのです。

ただ件数を増やしていくというよりかは、どうやっ

て保存していくか、または活用していくかという部

分が重要なのではないかと思うのですけれども、ど

うでしょうか。そういった現状を把握されているの

かということと併せて、このプラン策定に当たって

のお考えを伺いたいと思います。

生涯学習課文化財保護室長

まず、この指標ですけれども、文化財の指定につ

いては文化財保護の方法の一つとして着実に進めて

いきたいと考えております。また、文化財というの

は非常に多くの種類がありますので、いろんな種類

のものをバランス良く指定してきたいと考えており

ます。ただ、１件指定するにもかなり労力が掛かる

ことなので、年間３件程度ずつ指定を進めていきた

いという意図でこういった指標としております。

それから、御指摘のありました建造物等に関して

は、そういった現状についても十分認識していると

ころであります。例えば重要文化財建造物は今２７

件、それから県指定が２５件あります。国指定のも

のに関しては、個人所有のものについてもある程度

国の補助がありますので、管理ができなくなるほど

苦しい状況までにはならずに済んでいるところがあ

ります。所有者による管理が困難な状況となった場

合には、地元市町村と相談するなどして取り組まれ

ているものと捉えており、県指定のものも含めて、

管理が立ち行かなくなる状況を防げるように市町村

とも連携しながら進めていきたいと考えているとこ

ろです。

髙橋豪委員（分科員）

国指定や県指定の文化財においては、まだそうい

う状態のものはないということですが、市町村指定

のものでは、管理が立ち行かないものもあったりし

ます。私の地元の角館でも、例えば芦名家兵具庫と

いう佐竹北家の敷地内の蔵があるのですけれども、

それはもう壁が崩れてしまっていて、その状態で

１０年以上放置されています。所有者の方が修繕す

るといっても何千万円もの費用が掛かるということ

です。所有者と市が半分ずつ負担する決まりになっ

ているのですが、例えば２,０００万円掛かるとして

も所有者が個人で１,０００万円を負担しなければな

りません。物置として使っているだけだから、もう

文化財指定を解除してくれという声もあるようで、

もしこういったケースが今後増えていくとすれば、

やはり県指定や国指定であっても、この先こういう

問題が起こり得るのではないかと思います。私の地

元の状況しか分からないのですが、すごくお金を掛

けて管理されているところもあるわけですので、そ

ういった部分もこれから工夫していかなければいけ

ないのではないかと思います。

それからもう一点、民俗文化財についてですが、

コロナ禍の影響でいろいろなお祭りや小正月行事が

中止となっています。人口減少の影響もあり、これ

を継承していくということも大変難しい問題になっ

てきていると思いますが、この計画において、人材

育成とか、お祭りや伝統行事の残し方について文化

財保護の観点からどのように考えているかお尋ねし

たいと思います。

生涯学習課文化財保護室長
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コロナの影響はいまだに非常に大きく、２年も行

事を中止してしまうと今後もなかなかできないとい

う話が出てくると感じております。

我々としては、民俗芸能等の後継者育成に向けて

できるだけ小学校だとか中学校のうちから地元にあ

るものを体験してもらうことを保存団体の方々と一

緒に取り組んでいるところです。今年もコロナの影

響でできなかったのですけれども、まずはそういっ

た事業を継続しながら進めていきたいと考えており

ます。

また、具体的にまだ内容が示されていないのです

が、国が今回の補正予算で地域の伝統行事等の伝承

に係る事業に取り組むという情報があります。実際

にどういった補助事業となるかは補正予算成立後に

説明があるとのことですので、この後も情報収集し

ながら、広く情報提供できるように進めていきたい

と考えているところです。

鶴田有司委員（分科員）

不登校児童の増加というのが資料の１２８ページ

にありますけれども、このコロナ禍によって全国的

にも急激に増えたと聞きます。数字だけを見ると秋

田県でも大分増えているようで私も非常に心配して

いるのですが、教育委員会としてはどういう捉え方

をしているのか聞かせてもらえますか。

義務教育課長

不登校につきましては、令和元年度、令和２年度

と比較して１００人ほど増えています。私たちが今

考えていることは、まずスクールカウンセラーの時

間を増やしていくということ、それからスクールソ

ーシャルワーカーの人員を増やしていきたいと考え

ており、これはこれから要求していくわけですけれ

ども、そういった取組によって歯止めを掛けていき

たいと考えております。もちろん中心となって対応

するのは学級担任をはじめとする先生方ですけれど

も、その周辺領域といいますか、なかなか先生に言

いづらいことだったり、あるいは第三者から見たと

きに変化を感じることもありますので、そういった

システムとしてスクールカウンセラーやスクールソ

ーシャルワーカーの活用を進めていかなければなら

ないと思っています。また、最近では御家庭に起因

したトラブル等もあり、学校の枠を超えた支援が必

要となっていることから、スクールソーシャルワー

カーが増えてきているところです。

関係機関と連携をしながら、様々な困難を抱える

子供たちを導いていけるよう努めていきたいと思っ

ています。

鶴田有司委員（分科員）

原因分析もされているでしょうし、それぞれ個別

に理由が違うというのも当然だと思うのですけれど

も、やはりコロナの影響で随分状況が変わってきて

います。先ほど家庭の問題という話がありましたが

もちろん以前から全くなかったわけではないで

しょうが やっぱりこのコロナの影響というのも

考えながらご対応いただきたいと思います。非行に

走る、あるいは何か事件に巻き込まれるといった事

態に発展してしまえば大変ですので、十分に考慮し

ながらやってもらいたいと思っているわけですが、

その辺も踏まえてもう一回聞かせてもらいたいと思

います。

義務教育課長

やはりコロナ禍にあって、先生方がよりきめ細や

かに子供たちを見ていかなければいけないと思って

います。今はある程度落ち着いていますけれども、

やはり昨年辺りに一番気になっていたのが家庭内で

のトラブルです。子供たちも学校に行けない期間が

ありましたし、そこに保護者もいるという特殊な環

境が作られてしまったこともあって、いろいろな問

題が出てきたのも事実です。昨年度の経験も踏まえ

て、やはりそういった変化に私たちが迅速に対応し

ていかなければいけないと思っています。

鶴田有司委員（分科員）

しっかりとお願いします。

委員長（会長）

ほかにございますか。プランのほうは特によろし

いですか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

それでは、プラン以外に何かありますか。

小原正晃委員（分科員）

なかなか難しい話だと思うのですけれども、ちょ

っとお願いしたいことがあります。私もスポ少など

様々やっておりますが、子供自体が減っている中で

なかなか新規団員が入らなくて、ひどいところでは

人数不足により競技ができないところもあります。

その要因の一つとして、勧誘がなかなかできないと

いう点があります。例えば、これまでは校長先生の

許可を得てチラシを配布したりできたのですけれど

も、校長先生や担当の人が替わった途端にそれがで

きなくなったりする状況があります。また、隣の市

や町では許されているけれども、我々の町はやらせ

てもらえないといったように各市町村によっても対

応にばらつきがあったりもします。野球やサッカー、

バスケなど、いろんなスポ少がスポーツを楽しみま

せんかと広告したいのだけれども、学校側では対応

し切れないということもあってなかなか難しい。す

ごくジレンマがあって、我々スポ少を支えている側

とすれば、学校での広告ができないので、近くのコ

ンビニや公民館などにチラシを貼ってもらうといっ

た対応しかできないこともあります。市町村によっ

て取扱いにあまりにもばらつきがあるので、県教育
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委員会を通じて統一的な見解を出すようなことは難

しいでしょうか。県の体育協会に入っているところ

であれば学校側で置いてもらえるだとか、チラシを

団体側で準備すれば配布してもらえるだとか、そう

いうことはできないものなのでしょうか。

保健体育課長

確かにスポーツ少年団も団員不足でチームが組め

なかったり、あるいは練習がいつも固定メンバーと

なってしまうためなかなか成果が上がらなかったり

と、非常に難儀していると聞いております。ただ、

勧誘に関して学校がどういう対応をしているかにつ

いては把握しておらず、チラシの配布を学校が禁止

しているという話も今初めて聞きましたので、今後、

様々な場面で話題にしていきたいとは思っておりま

す。県のスポーツ少年団の本部とも話をしながら、

我々にできることについては今後検討していきたい

と思っています。

小原正晃委員（分科員）

是非お願いします。やはり勉強だけではなく体も

鍛えていくべきだと思いますし、我々スポーツ少年

団を支えている側からすれば、ほとんどボランティ

アという形で子供たちの育ちのためにと思ってやっ

ているので、なるべく学校にも協力してもらいたい

と思います。学校と親が両輪となって初めて子供た

ちを支えていくことができるので、お互いに歩み寄

って、一緒に協力し合いながら進めていきたいと思

います。それも市町村によって差が出ないような形

で進めていただければ助かります。これは、スポ小

に携わるほかの人たちからも言われている要望です

ので、よろしくお願いします。

委員長（会長）

ほかにございませんか。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長（会長）

以上で教育委員会関係の所管事項に関する質疑を

終了します。

本日はこれをもって散会し、１２月２０日月曜日、

予算特別委員会終了後に委員会を開き、付託案件に

ついて、討論・採決を行います。

散会します。

午後３時６分 散会
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令和３年１２月２０日（月曜日）

本日の会議案件

１ 議案第２０８号

秋田県公安委員会関係手数料徴収条例の一部を

改正する条例案

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

２ 議案第２１６号

公の施設の指定管理者の指定について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

３ 議案第２１７号

交通事故に係る和解について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

４ 議案第２１８号

交通事故に係る和解について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

５ 議案第２１９号

交通事故に係る和解について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

６ 議案第２２０号

交通事故に係る和解について

（討論・採決）（原案を可とすべきもの）

７ 請願第７号

義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる

ための政府予算に係る意見書採択に関する請願に

ついて （継続審査とすべきもの）

８ 請願第１１号

秋田県立西目高等学校再編整備に係る請願につ

いて （継続審査とすべきもの）

本日の出席状況

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

書 記

議会事務局議事課 松 江 翔 一

議会事務局政務調査課 安 原 駿 平

教育庁総務課 石 塚 祐 樹

警察本部警務部総務課 高 岡 義 明

会 議 の 概 要

午後１時３１分 開議

出席委員

委 員 長 今 川 雄 策

副委員長 児 玉 政 明

委 員 北 林 康 司

委 員 鶴 田 有 司

委 員 髙 橋 豪

委 員 東海林 洋

委 員 小 原 正 晃

説 明 者

教育長 安 田 浩 幸

教育次長 石 川 定 人

教育次長 石 川 政 昭

総務課長 元 野 隆 史

警察本部長 久 田 誠

警務部長 後 藤 健太郎

警務部参事官（兼）総務課長

一 関 雄 一

警務部会計課長 浅 沼 圭

委員長

ただいまから、本日の委員会を開きます。

初めに、各委員からの発言通告がありませんので、

付託議案に関する質疑は終局したものと認めます。

付託議案について、討論・採決を行います。

議案第２０８号、議案第２１６号、議案第２１７

号、議案第２１８号、議案第２１９号及び議案第

２２０号、以上６件を一括議題とします。

討論を行います。

【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

採決します。

議案第２０８号ほか５件は、原案のとおり可決す

べきものと、決定して御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

議案第２０８号ほか５件は、原案のとおり可決す

べきものと、決定されました。

次に、請願の取扱いについて決定します。

まず、請願第７号「義務教育費国庫負担制度２分

の１復元をはかるための政府予算に係る意見書採択

に関する請願について」を議題とします。

本請願の取扱いは、どのようにしますか。

【「継続審査」と呼ぶ者あり】

【「採択」と呼ぶ者あり】

委員長

継続審査とする意見と、採択すべきとの意見があ

りますので、まず継続審査とするかどうかについて、

討論を行います。
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【「なし」と呼ぶ者あり】

委員長

討論は、ないものと認めます。

挙手により採決します。

請願第７号は、継続審査とすることに賛成の方、

挙手願います。

【賛成者挙手】

委員長

賛成多数であります。

よって、請願第７号は、継続審査とすることに決

定されました。

次に、請願第１１号「秋田県立西目高等学校再編

整備に係る請願について」を議題とします。

本請願の取扱いは、どのようにしますか。

【「継続審査」と呼ぶ者あり】

委員長

請願第１１号は、継続審査とすることに決定して

御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、請願第１１号は、継続審査とすることに

決定されました。

次に、所管事項について、閉会中においても調査

を継続することとして御異議ありませんか。

【「異議なし」と呼ぶ者あり】

委員長

御異議ないものと認めます。

よって、所管事項については、閉会中においても

調査を継続することと決定されました。

この旨、議長に申し出ることとします。

以上をもちまして、本委員会に付託されました案

件の審査は、全て終了しました。

本日の委員会を終了します。

閉会します。

午後１時３４分 閉会


